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平成２４年第３回羅臼町議会定例会（第１号） 

 

平成２４年９月１３日（木曜日）午前１０時開議 

 

──────────────────────────────────── 

 

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 町長行政報告 

 日程第 ５ 一般質問 

 日程第 ６ 議案第４８号 羅臼町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

 日程第 ７ 議案第４９号 羅臼町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

 日程第 ８ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第 ９ 諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第１０ 報告第 ８号 専決処分した事件の承認について 

 日程第１１ 報告第 ９号 専決処分した事件の承認について 

 日程第１２ 議案第３８号 平成２４年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

 日程第１３ 議案第３９号 平成２４年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正

予算 

 日程第１４ 議案第４０号 平成２４年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正予算 

 日程第１５ 議案第４１号 平成２４年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会

計補正予算 

 日程第１６ 議案第４２号 羅臼町暴力団排除条例の制定について 

 日程第１７ 議案第４３号 羅臼町防災会議条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第１８ 発議第４４号 羅臼町災害対策本部条例の一部を改正する条例制定につい

て 

 日程第１９ 議案第４５号 工事請負契約の一部変更について 

 日程第２０ 議案第４６号 公有水面の埋立てについて 

 日程第２１ 議案第４７号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

 日程第２２ 認定第 １号 平成２３年度目梨郡羅臼町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 
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日程第２３ 認定第 ２号 平成２３年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

 日程第２４ 認定第 ３号 平成２３年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

 日程第２５ 認定第 ４号 平成２３年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

 日程第２６ 認定第 ５号 平成２３年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会

計歳入歳出決算認定について 

 日程第２７ 認定第 ６号 平成２３年度目梨郡羅臼町水道事業会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第２８ 報告第１０号 平成２３年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

 日程第２９ 報告第１１号 平成２３年度決算に基づく資金不足比率の報告について 

（日程第２２、認定第１号～日程第２７、認定第６号及び

日程第２８、報告第１０号及び日程第２９、報告１１号 

８件一括） 

 日程第３０ 発議第 ４号 地方財政の充実・強化を求める意見書 

 日程第３１ 発議第 ５号 義務教育の機会均等の確保と教育予算の確保・拡充を求め

る意見書 

 日程第３２ 発議第 ６号 コケイン症候群を国の特定疾患治療研究事業対象疾患と小

児慢性特定疾患に指定（難病指定）を求める意見書 

 日程第３３ 発議第 ７号 ロシア首相「北方領土訪問」への抗議と日本政府の強力な

外交交渉を求める決議 

 日程第３４        各委員会閉会中の所管事務調査の件 

──────────────────────────────────── 

○出席議員（１０名） 

  議 長 １０番 村 山 修 一 君    副議長  ９番 松 原   臣 君 

       １番 湊 屋   稔 君         ２番 田 中   良 君 

       ３番 髙 島 讓 二 君         ４番 髙 村 和 史 君 

       ５番 小 野 哲 也 君         ６番 坂 本 志 郎 君 

       ７番 鹿 又 政 義 君         ８番 佐 藤   晶 君 

──────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条により説明のため出席した者 

 町     長  脇   紀美夫 君   副 町 長         鈴 木 日出男 君 

教  育  長         池 田 栄 寿 君   監 査 委 員         浦 崎 頼 男 君 
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 教 育 委 員 長         石 川   勝 君   企画振興課長         久保田   誠 君 

 総 務 課 長         川 端 達 也 君   税務財政課参事         櫻 五 房 雄 君 

 環境生活課長         亓十嵐 勝 彦 君   保健福祉課長         渡 辺 憲 爾 君 

 保健福祉課長補佐         洲 崎 久 代 君   地域包括支援センター課長          斉 藤 健 治 君 

 水産商工観光課長          石 田 順 一 君   水産商工観光課長補佐  堺   昇 司 君 

 建設水道課長          高 橋 力 也 君   建設水道課長補佐         北 澤 正 志 君 

 学 務 課 長  中 田   靖 君   社会教育課長         太 田 洋 二 君 

 郷土資料館長          涌 坂 周 一 君   診療所連携室課長         対 馬 憲 仁 君 

 会 計 管 理 者         野 理 幸 文 君 

──────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者 

 議会事務局長         寺 澤 哲 也 君   次     長  米 屋   猛 君 
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──────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会・開議宣告         

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、平成２４年第３回羅

臼町議会定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１６条の規定によって、７番鹿又政義君及び８番佐藤

晶君を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第２ 会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期については、議会運営委員会で協議をしていただき、本日１日としたい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日と決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 北海道町村議会議長会主催の町村議会議員研修会の結果について報告がありました。 

 次に、羅臼町監査委員から例月出納検査の結果について報告がありました。資料は、議

長の手元で保管しています。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 
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◎日程第４ 町長行政報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第４ 町長から行政報告の申し出がありましたので、これを

許します。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 皆さん、おはようございます。 

 本日、第３回の定例町議会を開催いたしましたところ、議員各位には何かと御多用のと

ころ全員の御出席を賜り、この後上程いたします各議案につきまして、御審議いただけま

すことに感謝を申し上げる次第でございます。 

 お許しをいただきましたので、行政報告２件をさせていただきます。 

 まず１件目は、羅臼町防災訓練の報告についてであります。 

 今年度の防災訓練は、北海道防災総合訓練と合同で開催されたことに伴い、根室振興

局、釧路総合振興局、十勝総合振興局管内の市町村が８月３０日、午前１０時に一斉に避

難訓練を実施しております。 

 羅臼町につきましては、羅臼消防署、羅臼警察官駐在所、羅臼海上保安署、陸上自衛隊

の関係機関に御協力をいただきながら、災害時における情報の共有化と情報の伝達、関係

機関の初動体制の確認やパトロール等実動訓練を中心に実施いたしました。また、例年御

協力をいただいております各町内会のほかに、幼稚園や小中学校、各福祉施設、羅臼漁業

協同組合等にも避難訓練の協力を呼びかけて行いました。各学校では、実際に避難した学

校やその場で身の安全を守るシェイクアウト訓練など、それぞれの学校や施設で考えなが

ら協力をいただきました。 

 羅臼漁業協同組合では、羅臼鮮魚買受人組合と協力し、競りを実施しているさなかに災

害が発生した際に備え、市場から避難場所へ避難する経路の確認等を行っていただき、今

年度の防災訓練には約１,３００名に参加していただきました。来年度以降も災害に対す

る町民の意識の高揚を図るため、関係機関に協力をいただきながら進めてまいりたいと考

えております。 

 ２件目は、鮮魚取扱高の状況についてであります。 

 既に皆さんのお手元に配付してございますけれども、９月１１日現在で総体的には数量

では１万１,１３２トン、昨年同期は１万１,１３４トンですから、ほとんど昨年と同様の

状況でございます。率でいきますと１００.０％となります。金額につきましては２２億

９,４００万円、昨年度は２３億２,５００万円ですから、現在では約３,１００万円の減

となってございまして、率にしては昨年同期と比較して９８.７％、特にホッケとマス等

において落ち込みはしておりますけれども、そのほかの魚種が上回った状況の中で結果と

してこういう数字になっているわけでございます。今後、本格化する秋サケ、あるいはイ

カ漁等の漁獲に期待に寄せるところでもございます。 

 以上、行政報告２件をさせていただきました。ありがとうございました。 
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○議長（村山修一君） これで、行政報告は終わりました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 一般質問 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第５ 一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ３番髙島讓二君。 

○３番（髙島讓二君） 通告書に基づき、町職員の出張旅費、宿泊費についてと観光につ

いての２点質問いたします。 

 最初に、町職員の出張旅費、宿泊費についてですが、先月８月２６日付の北海道新聞１

面と３面に大きく取り上げられた問題でございます。 

 北海道新聞によると、出張旅費もらいながら助成受け宿泊、市町村職員公費二重取りな

どの見出しで始まり、道内の大半の市町村職員らが加入する北海道市町村職員共済組合が

運営する札幌市内のホテルポールスター札幌を市町村職員が公務の出張で利用する際、出

張旅費で定額の宿泊料が支給されるにもかかわらず、福利厚生を目的とした同組合の一泊

５,０００円の助成制度を利用するケースが相次いでいる。助成金の半額は市町村などが

公費負担しており、職員は市町村の正規の出張旅費と合わせて公費を一部二重どりしてい

る形だと掲載されております。また、８月３１日付北海道新聞には、職員に加え複数の首

長も公費二重どり、共済組合運営のホテルで助成を受け、宿泊旅費との差額を手に入れた

ことを認めたと、このように報道されております。 

 このようなことが、当町の理事者を初め職員らも当てはまるケースがあるならば、ゆゆ

しき問題であり早急に改善していかなければならないと思います。このことについて３点

お聞きいたします。 

 一つ目は、昨年、平成２３年度における職員共済組合への助成金の金額について。二つ

目は、平成２３年度における札幌出張の人数と回数について。三つ目は、共済組合直営ホ

テル、ポールスター札幌を利用する職員数の把握はされているのか、お答え願います。 

 さらに現在、本町の規則では、道内の一泊の出張の際の宿泊費は定額制をとっており、

一泊につき１万円となっておりますが、最近、道内のビジネスホテルは一泊大体亓、六千

円で宿泊できますので、さらに経費節減のためにも、また税金を１円でも無駄にしないよ

うに定額制の１万円を廃止し、上限を設定した領収書と引きかえによる実費制に切りかえ

るべきと提言しますが、町長のお考えをお聞きします。 

 ２点目は、観光についての質問でございます。 

 世界自然遺産を抱える我が町にとって、観光産業は漁業とともに大事にしていかなけれ

ばならないもう一つの産業であると考えます。本年度の４月から観光客入り込み数は８月

まで３５万８,０１２人と、昨年と比べ約７,０００人の増となっておりますが、昨年は東

日本大震災があり単純に比較はできませんので、一昨年の平成２２年と比較すると逆に５
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万７,９３５人のマイナスとなっております。しかし、その中にあっても、観光船による

ホエールウォッチングは好調であります。これは、観光船、または観光協会が６年ほど前

から一生懸命発信してきたことによる成果であろうと推察します。 

 そこで、観光客の増を図るためには、ほかにどのような観光資源があるのか、それをど

のように活用できるのか、観光メニューの拡充の必要があるのではないかと思います。本

町の第６期総合計画は、ことしで５年目を迎え、当初の計画では世界自然遺産を活用した

経済領域の拡大として、課題に滞在型観光のメニューの検討、整備が求められておりま

す。その中で基本方針として、観光客がもう一度来たいと思うようなもてなしの心を持っ

た受け入れ体制の整備を図ることもうたわれております。 

 これらについて、現在の羅臼町の状況と照らし合わせた場合、どのように町長は分析さ

れているのか。また、今後さらなる経済領域の拡大、すなわち観光客の増を図るための具

体的な方策についてどのようなお考えをお持ちか、お聞きいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） ただいま、髙島議員から２件の御質問をいただきました。 

 １件目は公務員出張旅費の問題について、３点の御質問であります。 

 まず１点目の、平成２３年度における共済組合への助成金の金額についてであります

が、共済組合事業は組合員の掛金と地方公共団体の負担金によって賄われており、町負担

金につきましては総額１億５５３万９,０００円を支出しております。その内容につきま

しては、組合員の年金給付に関わる長期給付事業費に７,１８８万６,０００円、介護保険

負担分が２４５万２,０００円、事業手当拠出金が１０１万３,０００円、事務費負担金が

１７万円、組合員やその家族の病気やけが、出産、死亡、災害等に対して給付する、いわ

ゆる短期給付事業費に３,００１万８,０００円となっております。この短期給付事業の

３,００１万８,０００のうち１０８万７,０００円が福祉事業分であり、宿泊施設の利用

助成や住宅建設資金貸付、あるいは生活資金貸付、疾病予防対策事業、貯金事業、生活物

資のあっせん等の事業費となっております。 

 ２点目の、平成２３年度における札幌出張の人員と回数については５８名で、延べ１０

５回となっております。 

 ３点目の、共済組合直営ホテルポールスターを利用する職員数の把握についてでありま

すが、先般、状況を把握するための調査を行っておりますが、出張旅費については平成１

８年度から基本的にはパック旅費で支出しているため、共済組合直営ホテルポールスター

を利用する職員はおりませんが、緊急の出張でパック旅費を利用することができず、共済

組合直営ホテルポールスターを利用したことがある職員数は、パック旅費導入後の平成１

８年度から現在までの６年半で１３名おりました。宿泊費を実費制にすべきとの提言をい

ただきましたが、現在はパック旅費を導入しているため旅費の節約にもつながっておりま

すので、実費制については考えてはおりませんが、９月１０日からパック旅費を利用でき
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ずに共済組合直営ホテルに宿泊する場合は、公費負担分の２,５００円を減じて宿泊費を

支出するよう対応しておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 次、２件目は、観光についての御質問でございます。 

 初めに、７月末での観光客入り込み数が昨年と比較して微増してはおりますが、ホイー

ルウォッチングによる観光船以外の業種での観光的効果が見られないとの指摘でございま

すが、議員御指摘のとおり７月末での観光客入り込み数は、昨年比１０１％の微増に対

し、観光船乗員者数は１２８％と大きく伸びており依然好調であります。それ以外の業種

につきましては、町内で一番の集客施設である知床らうす交流センター、いわゆる道の駅

の７月末の入館者数が６万６,５４９人で前年比２０５％と倍増しておりますことから、

隣接する深層館や、あるいは海鮮工房にもそれなりの経済効果があるものと推察するもの

であり、また、宿泊施設関係者も、ことしの予約状況が好調であるとの情報をいただいて

おります。 

 これらは、秋の行楽シーズンとなります。来る１５日、１６日には漁火まつり、１０月

６日には紅葉ウォークとイベントが開催されますので、ますますの入り込みを期待するも

のであります。 

 次に、第６期総合計画での世界自然遺産を活用した経済領域の拡大としての観光メ

ニューの整備と、その基本方針のもてなしの心を持った受け入れ体制の整備についての御

質問であります。 

 昨年８月、学習旅行等の交流人口をオール羅臼で受け入れるべく、知床羅臼町体験学習

推進協議会を設立いたしました。この協議会は、町、知床羅臼町観光協会、羅臼町商工

会、羅臼漁業協同組合を幹事団体とし、町内の主たる１６団体を協力団体として組織さ

れ、体験メニューの整備と関係各団体の受け入れ体制を整備し、今年度は既に道内８中学

校、関西二つの高校の受け入れを実施しており、この１０月には東京の高校を受け入れる

予定としております。各団体は積極的に参画し、もてなしの心を持った受け入れをしてい

ただいたものであり、訪問した各学校にはアンケート調査を実施した結果、体験メ

ニュー、受け入れ体制についておおむね好評を得ております。このことが、学習旅行のみ

ならず、一般観光客に対しても着実に浸透していくものと思いますし、今後は各種課題を

十分検証し、一度訪問された学校や一般観光客がリピーターとして毎年度来ていただける

よう、学生が大人になったらもう一度来たいと思えるような体験メニューと受け入れ体制

をさらに構築してまいります。 

 来年度以降の入り込み増の対策といたしましては、一般観光客については、知床羅臼町

観光協会や観光の目玉となっている知床羅臼観光船協議会が中心となって誘致活動を進め

ていただくとともに、町としても積極的に協力してまいります。また、学習旅行等につき

ましては、知床羅臼町体験学習推進協議会を中心に、旅行会社及び道内外の中学校、高校

に誘致活動を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（村山修一君） 髙島君。 

○３番（髙島讓二君） まず、出張旅費の宿泊費について再質問をいたします。 

 今、町長のお答えでは、平成１８年から６年半でポールスターを利用した職員は１３名

いたというふうにお答えいただきました。それで、今はポールスターに宿泊の場合には、

公費助成、つまり２,５００円を助成を受けないようにというふうに、申し送りですか、

全職員にされているのかな、そういうふうに先週、職員に対して助成を辞退するように申

し送りがあったというふうに聞いております。それは今、町長がお答えになりましたの

で、改善されたのかなというふうに思っております。改善されたのであれば、今後、改善

されてそういうことがないということであれば、よろしいのではないかなというふうに私

は思います。 

 それと、もう一つ問題があるとすれば、今、羅臼の場合には定額制をとっているわけで

すよね。一泊１万円の出張の場合には宿泊費をお支払いしているということでありますけ

れども、今は一泊１万円というのは、本当に超高級ホテルでしか、まれなケースだという

ふうに私は解釈していまして、大体、道内のビジネスホテルであれば、亓、六千円でどこ

でも泊まれるというふうに思っております。そうすると、大体亓、六千円で泊まれれば、

四、亓千円は余剰分が出るわけですから、そこのところはやはり町民の貴重な税金で町は

運営されているわけですから、税金の無駄遣いをなくするために１円たりともそういう余

剰が出るのであれば返納していただきたいというふうな意味から、そういうわかりやすい

会計を強いてほしいなと。大体、今、民間企業でも概算金として最初は出しても、領収書

とともに後での清算という方式をとっているところが大体多いわけですから、その上限設

定が必要だと思いますけれども、その上限設定をした上で領収書で後で決済するというふ

うな方式をとるというふうなことが税金の無駄遣いをしないということにもつながります

し、そういう方法をとったらどうかと思いますけれども、それについて町長。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 先ほども答弁いたしましたけれども、現在はパック料金、いわ

ゆる航空運賃と宿泊費がセットになったもの。したがって、１万円を超えるようなことは

ほとんどないと、１万円近いというよりは、現実にはその料金が、宿泊費が幾らで航空運

賃が幾らということでございませんので、合わせたセットということになっているところ

であります。したがって、今、髙島議員御指摘のとおり、そういう事実がない、今現実に

はほとんどありませんけれども、もし仮に今後においてそういう公費二重どりというよう

なことが仮にあるとすれば、当然それは事実が発覚した段階で返納してもらわなければな

りませんし、先ほど申し上げましたように、全職員にはその旨通知をいたしましたので、

今後はほとんどそういうことのないというふうに確信しているところでございますので、

含めて今後徹底してまいりたいというふうに思ってございます。 

○議長（村山修一君） 髙島君。 

○３番（髙島讓二君） そのパック料金のことは、それはそれであのまま町が財政難のと
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きに取り入れて、経費節減のためにやったということで私は大変評価するのですけれど

も、さらに経費、つまり税金を無駄に使わないためにパック料金以外の、札幌以外も当然

あるのですよね、釧路とか根室とかそのほかの地域、東京もパックでしょうけれども、そ

れ以外のところが大体、亓十七、八十回ぐらいあるわけですから、それについて定額制を

やめて実費制にしたらどうかということの提案なのですよね。 

 ポールスターも利用するだけじゃなくして、ポールスターの件はもうまれなケースとし

て今まであったというふうに私は解釈しておりますので、そうではなくして、そのパック

料金以外の、つまり出張については定額制をやめて、やはり実費制に切りかえるべきだと

いうふうに思いますが、その辺については町長どうでしょうか。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 先ほど申し上げましたように、現時点ではほとんどパック料金

でやっておりますので、定額ということについては考えてはございません。今後、そうい

う事例がもしあるとする、余剰金が出てくるとするならば、その段階で定額制にすべきか

どうかということは検討はしたいと思いますけれども、現時点ではあくまでも今のパック

料金が実費支給とイコールだというふうに考えてございますので、そういうことはないと

いうふうに思っています。 

 それから、あるいは釧路、あるいは根室等の市外については一切日当も支給していない

という状況であります。したがって、それも含めて御理解をいただきたいと思います。 

○議長（村山修一君） 髙島君。 

○３番（髙島讓二君） 平成２３年度の職員の出張調べいただいたのですけれども、それ

には結構、釧路も一泊では含まれているのですよね。釧路とか、それから留萌というのは

あったかな。根室もありますね、これについてはどのようにお考えですか。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 例外的には、確かに今言ったように、根室も釧路も日帰りがほ

とんどですけれども、たまには宿泊をせざるを得ない状況もありますけれども、これにつ

いてはごく限られた状況でございますので、あくまでもこれについては定額支給というこ

とでやっているということでございますから、先ほどの繰り返しになりますけれども、も

しそういう事例が今後とも出てくるとするならば、実費支給ということがどういう形にす

べきなのかということも含めて検討をしたいと申しますのは、例えば、では、宿泊先が指

定されて１万円を超える場合、それでも１万円とするべきなのかという議論もあるわけで

ありますから、そういう点については当然、指定されているとすれば、１万２,０００円

であれば、実費となれば１万２,０００円を支給しなければならないということもあるわ

けでありますので、必ずしも１万円未満のことばかりではない。１万円を超える場合もあ

るということも含めながら、今後検討をしてまいりたいと思っています。 

○議長（村山修一君） 髙島君。 

○３番（髙島讓二君） 町長のおっしゃるのはわかるのですけれども、昔は例えば温泉旅



― 11 ― 

館で一泊食事つきで１万６,０００円、先方の都合によってそこにとまらなければならな

いというケースがあったかと思います。そういうときには、多分町の規定で定額制の１万

円、それからはみ出た分は領収書を持って清算するというふうになっているはずですか

ら、その職員にかかる負担というのはないのだろうというふうに思っております。いずれ

にしても、ぜひ実費制を検討していただいて、パック料金以外ですよ、そういうときには

町民の貴重な税金を使うわけですから、やはり１円とも余剰分が出た場合には返納するよ

うに。そうでなければ、やはり町民も納得できないわけですから、ぜひ明瞭な使い方をす

るよう努めていただきたいと思います。 

 続きまして、観光について再質問でございます。 

 今言われたように、観光船は大変頑張っているというのは私も議員になるちょっと前

に、観光船の船長がこれからホエールウォッチングをやるんだというふうな意気込みで当

時の観光協会の人たちと一生懸命になって、ホエールウォッチングを盛り上げたい。ま

た、冬のオオワシウォッチングを盛り上げたいということが今になって実を結んでいるな

と。初期のころは、きょうはお客さんいないから出港できないということもあったようで

ございます。でも、ことしに入って、いつも満船だというふうな感じでいくのは、大変、

その人たちの努力があってかなというふうに私は思っております。 

 観光船に関しては、私も前に公の場で言ったかどうか、ちょっと定かじゃないのですけ

れども、できればホエールウォッチング、それからオオワシのウォッチングなど、観光目

的で今現在、国後との中間ラインがありますけれども、そこを越境できないわけですね。

ですから、これから国とか、あるいはロシアに働きかけを行って、これは町だけでの問題

じゃないかもしれません、我々も一致協力していかなければならない問題かもしれません

けれども、その観光推進のために中間ラインを、あくまでも観光目的ですけれども、そう

いう場合にはホエールウォッチング、オオワシウォッチングのために、中間ラインを超え

られるように働きかけをやっていくのも、一つの、これからの観光で推進していくための

方法ではないかなというふうに私は思っております。 

 第６期総合計画で、おもてなしの心ということで、町長、主に修学旅行生のことでおっ

しゃっていましたけれども、私はやはり修学旅行もさることながら、普通の一般で観光さ

れる方々にとって、やはりもっとそういう人たちをふやしていかなければならないという

ことを考えた場合に、もっとそれはまちづくりにも関わってくるのですけれども、町全体

でどうやって観光に対しておもてなしの心を持ってやっていくのかということが、旅館と

かホテルとかそういうこと以外に町でもやるべきことがあるのではないかなというふうに

思っております。 

 それは、例えば、山からウトロ側からおりてきた観光客が時々言うのですけれども、お

りてきて左側にいきなり廃墟みたいなのがあると。あれは何だというふうに聞かれるわけ

ですよ。そうすると、やはりあれはすごく町にとってイメージを悪くしているなというふ

うに、私自身も思っておりますので、そこをやはり何とか町のほうでしなければならない
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のじゃないのかなというふうに思いますが、町長その辺をちょっとどういうふうにお考え

か。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 髙島議員おっしゃるとおり、もてなしの心ということでありま

す。先ほど学習旅行だけで限定した形で最初に申し上げましたけれども、私は、もてなし

の心というのは基本的には相手の立場に立って心温まる対応をすること、これが原点であ

ろうというふうに思っています。したがって、これについては観光を業とする人のみなら

ず、町民全体がこのことをしなければならないであろうといったときに、じゃ、どういう

具体的なことが出てくるのかと言いますと、例えばごみのないまちであったり、あるいは

落書きのないまちであったり、訪れた観光客がこのまちを訪れて心をいやされるような状

況、これをつくるのがいわゆる我々の努めであり、町長全体として心がけなければならな

いことであろうというふうに思っているところであります。それは結果として、まちづく

り、あるいは郷土愛にもつながることであろうというふうに思うわけであります。 

 これが、もてなしの心ということでありますので、今後、私としては、この後町内にお

けるいろいろな各種会合、イベント等、あらゆる機会にそのことについて町民に訴え、あ

るいは呼びかけてまいりたいというふうに思ってございます。 

 それからもう１点。湯の沢地区の現実には、廃墟というか休業状態になっている建物で

ありますけれども、これについては国立公園の中における建物であるということで、先方

のほうには当然取り壊しの意向もありますけれども、いろいろな事情で取り壊しに至って

いないという状況があります。引き続き、このことについては先方にお話ししてまいりま

すけれども、これは我がまちだけでなくて国立公園の中であるというようなことから、国

の関係機関である環境省等々も相談しながら、今後進めてまいりたいというふうに思って

ございます。 

 以上であります。 

○議長（村山修一君） 髙島君。 

○３番（髙島讓二君） 前向きの発言をしていただきまして、私もこれからまちづくり、

あるいはそのお客さんのもてなし、観光客に対しておもてなしの心ということを行政とし

てもやっていくのんだというお考えをいただきましたので、ちなみに標津とか中標津も最

近だと思います。ここ一、二年、中標津のほうがちょっと早いですけれども、標津のほう

は各道路沿いに花を飾ったり、木を植えたりということをやっていまして、通りすがりの

私たちにもやはり大変好印象を与えているわけですよね。やはりそういう景観とか、その

美観ということに配慮することというのはやはり行政主導でやっていくということが、私

はそのまちづくりに対する基本的なことだと思いますので、ぜひそういうことも含めて検

討していただきたいなというふうに思います。 

 第６期総合計画での課題は、滞在型の体験観光でございまして、今、観光船はすごく好

調なのですけれども、じゃ、それ以外のものはどうなのかといったときに、今、修学旅行
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生の受け入れということを中心にやられておりますけれども、私はやはりここで観光客を

例えばもっと大幅に増を図るということであれば、提言なのですけれどもしたいなと思っ

ております。 

 やはりまちのシンボルは、魚の城下町ということはずっとやられてきているわけですか

ら、魚の城下町にふさわしいものというのは観光でいえば何なのかというふうに考えた場

合に、知床で確認されている魚類は約２５５種類ぐらいいるわけです。やはりこれを利用

しない手はないのではないのかなというふうに思いまして、我がまちにとって新しい観光

の目玉するには海の水族館ということも考えられるのじゃないのかなというふうに思いま

す。 

 というのは、先々月、７月７日に北見の留辺蘂町で山の水族館というのを前からその水

族館はあったのですけれども、リニューアルオープンしまして１カ月で５万人のお客さん

が来たのです、入館数があったと。それは、今までは鳴かず飛ばずの、僕なんかも全然知

らなかったのですけれども、２０年前ぐらいにつくったのだけれども、もう一番たくさん

入って年間２万人だったと。それをもうはるかに１カ月でもうすぐ倍増しちゃったわけで

すから、それはやはり私も見てきましたけれども、こぢんまりとしてちっちゃいのですけ

れども、すごく見せ方がうまいつくり方をしているのです。ですから、そういうこともお

金をかけない水族館だというふうに、私はホームページだとか、あとブログで見ました

ら、お金をかけないですごく効果的な水族館ができたみたいで、そういうことも検討して

いくのがいいのではないかと。ぜひ職員で見られていない方たちは、そんな遠くないです

から、ぜひ見ていただきたいというふうに考えております。 

 さらには、観光船ではオオワシ、オジロワシ、それからホエールウォッチングができま

すが、マニアの人たちはみんな知っていると思うのですけれども、やはり今、絶滅危惧種

に指定されていますシマフクロウが我が町には見られるところがあります。そこは、環境

省のほうは見せるということに対してちょっと敏感になっておりますが、そうじゃなくし

て、まず最初にシマフクロウを保護しなきゃならない。今、北海道で１７７羽のうち、知

床半島で４割いるということです。そうすると、大体亓、六十羽ですか。そののぐらいに

なりますけれども、本当にそういう中で羅臼で見られるというのは本当に貴重なことでは

ないかなと。それをやはり保護するために、それをまず最初に羅臼町はやって、例えばの

話し、どんどん尐なくなってきた。この前の知床の広報にも入っていましたけれども、温

暖化になってオショロコマ、それはシマフクロウのえさですから、オショロコマが尐なく

なってきているんじゃないかということも言われていまして、それであれば国立公園、ま

たは羅臼町のほうで、この流域は釣りを禁止にすると。河口のサケ、マスは別としてです

よ。渓流釣りはもう禁止にしようというようなことをやはりやっていく必要があるんじゃ

ないかなと。それをうたいながら環境保護とともに、羅臼の観光の一つの道があるんじゃ

ないかなというふうに思いますので、そういうことを検討していったらどうかなというふ

うに思います。 
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 また、今、羅臼町でふるさと尐年探険隊をやっています。教育長から、去年は大震災で

福島の子供たちを受け入れたということで、それはすごく好評だったと、みんな喜んでい

たということがありますので、それを羅臼町の子供たち以外にも開放して、何とかそれ

を、例えば定期的にできるようにするだとか、そういうことも世界自然遺産知床を利用す

る一つの方法じゃないかなというふうに私思っていますので、そういうことも一つ検討メ

ニューに加えられるのではないかなというふうに、るる申し述べましたけれども、それに

はやはり第６期総合計画でもうたわれていますように、それには観光ガイドの養成という

のがこの第６期総合計画の観光に施策としてあるわけですよね。だから、そこをもう

ちょっと完備していくと。やはり人材育成を図るということをやっていく必要があるん

じゃないかなと、その体制を町のほうで音頭とってやっていくべきだと思いますし、そう

いうことを民間に任せてもなかなか、今、ガイド羅臼でやっているのは３人しかいません

から、もうちょっと例えばそれに対して助成するだとか、高校生の子で自然が好きな子を

もっと積極的に働きかけをするとか、そういうセミナーを開くとかということを町外の人

たちでもいいのですよね。そういうガイドさんたちをもっと要請するような施策をぜひ

打っていただきたいと思いますけれども、町長、その辺、いろいろるる言いましたけれど

も、お答えをお願いします。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） るるいろいろと御提言という形でお話をいただきました。例え

ば、水族館の問題も、これもかつて今のざいもく岩トンネルが新しくなった段階で旧トン

ネルを利用して水族館云々という話もございました。海の漁業のまちであるからというこ

との中で水族館ということも検討した経緯もありますけれども、羅臼の置かれている状況

の中でどれだけの集客ができるかということも含めながら検討した結果、そこは計画とし

てはなっていないということであります。るるお話あった観光ガイドも含めながら、ある

いは前段にあった花いっぱい運動も含めながら、観光の環境整備という中で行政が主導に

なってというお話ございましたけれども、私はこのまちづくりに当たって、当然行政とし

てしなければならないこと。あるいは、町民としてやっていただきたいこと。あるいは地

域としてやっていただきたいこと。お互いに役割分担をしながらやっていく。これが本当

のまちづくりであろうと思っています。決して町だけが先走ってどうこうということでは

なくて、中にはケースによってはそういう場合もありますけれども、総じて、この地域づ

くり、まちづくりというのは、お互いにだれのためにするのだと。我々ここに住んでいる

町民の幸せのためだということを考えたときに、それはやはり個人個人、町民一人一人が

どうそういう部分ができるのか、どういう明かりが担えるのか。あるいは行政が何をしな

ければならないのか、どうしなければならないのかということを含めながらやっていくこ

とであろうと思っています。 

 観光ガイドにつきましては、町が主導ということもありますので、その辺については、

その方がベターなのか、あるいは民間が主体としてやることがベストなのかも含めなが
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ら、今後検討してまいりたいというふうに思ってございますけれども、いずれにしても後

段、いろいろな御提言として参考にうけたまさせていただきたいというふうに思ってござ

います。 

○議長（村山修一君） 髙島君。 

○３番（髙島讓二君） 今、るる述べました。それで、これからやはり総合して観光を

もっと発展させようというふうに考えた場合、やはり腰を落ちつけて、もうちょっとやは

りいろいろ分析だとか、町で何も動いていない状態だと、町が一つの発火点に、町民やる

のにしてもきっかけを町がつくってやるとかということをやってあげないと、なかなかや

りづらいというところがありますから、そこをもっと例えばそういう観光産業に携わって

いる人たちとコミュニケーションをとったり、いろいろなことを啓発していくとか、そう

いうことをやっていくには、今現在、町のあれだと水産、商工、観光課で全部兼務してい

るわけですね。やはりかけ持ちで尐ない人数でほかの観光にかかっていられないというの

が結構意見として聞きますので、そうではなくて、やはりもう一つの産業にするには観光

課ということを独立したものにしていく必要があるんじゃないかなというふうに私思いま

すので、ぜひそういう方向でやっていただきたいなと思いますけれども、町長のお考え

を。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 後段あったそういうことも含めながら、要請、指導云々の中

で、観光課という独立した課という御提言でございますけれども、今日までいろいろな状

況の中で行政の組織のスリム化ということも実施してまいりました。そういう中にあっ

て、今ここで観光課を独立して云々という考えは、私自身持っておりません。今後の課題

としては当然出てくるかもしれませんけれども、今置かれている状況の中で職員にはこれ

以上頑張っていただく面も多々ありますし、あるいは観光ということだけでとらえます

と、町の行政組織の中の観光課の職員のみならず、今、いろいろな面で漁業協同組合も商

工会も、当然観光協会もそうですけれども、いろいろな面でオール羅臼的なそういうこと

に波及してきているということが大きな、今後における観光を振興していく上での力に

なっているだろうと思っていますし、ちなみに今回実施される漁火まつりも、今まで漁業

協同組合と観光協会の共催であったのに加えて、さらに商工会もそこに加わるということ

で、名実ともに産業まつり的な意味合いになったわけでありますから、そういうことを行

政としては当然、側面からバックアップしてまいりたいというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（村山修一君） 髙島君。 

○３番（髙島讓二君） 町長おっしゃることは、よくわかります。尐ない人数で職員も頑

張っているというのは私もわかりますので、方向として羅臼町は観光に対してどうなのか

といった場合に、やはりもう一つの漁業、基幹産業、９０％以上それに近いかなというふ

うに私自身は思っていますけれども、さらに観光というのは、まだ羅臼にとってまだまだ
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その素材みたいなものはたくさんあるわけですから、考えようによっては観光客をふやす

ことができるし、その産業に対しての経済的なことも拡大していくんじゃないかというこ

との意味において、もうちょっとめり張りをつけた施政というのも必要じゃないかなとい

うことで思います。ですから、これからもうちょっと観光に本腰を入れていただきたいな

ということをお願いしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（村山修一君） これで、髙島讓二君の一般質問は終わりました。 

 ここで、午前１１時まで休憩します。１１時再開します。 

午前１０時５０分 休憩 

────────────── 

午前１１時００分 再開 

○議長（村山修一君） 再開します。 

 休憩前に引きつづき、会議を開きます。 

 次に、６番坂本志郎君に発言を許します。 

 坂本君。 

○６番（坂本志郎君） 通告に従い、一般質問をいたします。 

 私の質問は３件、三つのテーマで１１項目についてです。最初に地域防災計画と防災減

災事業について３点お伺いします。 

 この災害対策については、３月１２日開催の第１回定例議会において、まちづくりの一

環として質問させていただきましたが、そのときのお答えは次のとおりです。防災の基本

は、自分の命はみずから守ることであり、平常時から災害に対する備えを心がけるととも

に、自助、共助、公助、それぞれが災害対応力を高め連携することが大切である。そのた

め、町内会を通じた自主防災組織の強化が必要であり、町民が的確に行動し被害を最小限

に食いとめるため、日ごろから町内会で地域の安全点検や防災意識の普及、啓発、防災訓

練の実施など備えを行い、実際に災害が発生した際には被災者の救助、救出、情報の収集

などを自主的に行うことができる、自主防災組織の体制づくりを進める。また、町とし

て、引き続き備蓄品の整備や防災意識の高揚を図るための啓発活動を行うとして、備蓄品

の調達は当然にも町内を優先する旨のお答えがありました。 

 先般、防災ハザードブックも完成し配付も完了していますが、その上で３点質問をいた

します。 

 自主防災組織の体制強化に向けて、体制づくりを進めると言われた行政の役割と、災害

発生時、被災者の救助、救出を自主的に行うとする各町内会の自主防災組織の現状と対

策。防災ハザードブックは配付が完了しているが、この活用を具体化の計画。そして仕入

は地元企業を優先すると言われた非常食等備蓄品の整備進捗状況、３点についてお答えく

ださい。 

 次に、ことし４月改正介護保険法が施行され、同時に２０１２年度介護報酬改定が行わ
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れました。そして大多数の自治体では第５期、平成２４年から２６年の３年間ですが、こ

の第５期の介護保険料は引き上げられています。北海道の第５期の第１号介護保険料、６

５歳以上の方ですが、この保険料は４月から平均で１６.２％アップの４,６３０円とな

り、年金支給額引き下げに続きお年寄りの生活を圧迫しています。道内では８割の自治体

が値上げをしました。羅臼町も介護保険料を引き上げていますが、第４期、平成２１年か

ら２３年の基準月額３,７５０円から、第５期、平成２４年から２６年は基準月額４,８０

０円とし、１カ月１,０５０円、率にして２８％の大幅値上げになっています。その上で

施行６カ月を経過し、保険料引き上げによる１号保険者への影響及び介護報酬改定による

福祉事業所への影響について、どう町は認識しているか。 

 １号保険者の保険料引き上げで、経済的打撃が一番大きいのは何段階の層か。第１から

第８段階の階層別保険料の所得に占める割合、そして低所得層の保険料独自減免及び介護

保険料の所得段階設定の改善で、低所得高齢者の負担軽減を図る施策を実施できないか、

４点お答えください。 

 次に、住まいと生活の状態変化をとらえた当町の公営住宅の住宅政策についてですが、

このテーマについては６月１４日開催の第２回定例会で質問させていただきましたので、

重複があるかもしれませんが４点お伺いします。 

 まず、羅臼町の公営住宅供給の考え方、現在の町営住宅の耐震性、居住スペース、バリ

アフリー、水洗・浴室など住環境の水準及び老朽化の認識、そして羅臼町は住生活基本計

画を策定しているか、以上をお伺いし、再質問を利用し、最初の質問を終わります。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 坂本議員から３件の御質問をいただきました。順次お答えして

まいりますが、１件目の地域防災計画と防災減災事業について、３点の御質問でありま

す。 

 １点目の自主防災組織の体制強化に向けての行政の役割及び現状と対策と２点目の防災

ハザードブックの活用、具体化の計画については関連がございますので、あわせて答弁さ

せていただきます。 

 災害はいつ発生するかわかりません。災害の規模によっては道路の寸断や崖崩れ、家屋

の倒壊等による救助要請が集中し、混乱することもあります。先般、北海道太平洋沿岸部

の津波浸水予測が見直しされ、浸水予測を反映したハザードブックを作成し、先般、全戸

配布したところでありますが、当町の津波の最大推移は２.０メートルでありましたが、

津波は自然現象で正確な予測を行うことは極めて困難であり、現在の科学では津波の発生

確率や発生時期を予測することもできません。今回の想定により、大きな津波が来ること

もあり得ますので、まずは町民一人一人が日ごろから災害に対する意識を持ち、対策を立

てておく必要があります。 

 次に、このような事態が発生した場合には、それぞれの地域で共助による防災活動を展

開し、お互いの命や財産を守らなければなりません。また、地域の高齢者や要援護者等の
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確認や介助を行うことができるのも、身近にいる地域の方々であると思いますので、各町

内会における自主防災組織の設立と強化が必要だと感じております。 

 各地域によっては、要援護者対応や役割、津波や崖崩れの危険箇所、施設や設備、道路

状況など環境が違いますので、各町内会が主体となり、それぞれの地域に合った避難方法

や経路、場所等を示した町内会避難計画を作成することが望まれております。そのために

は、既に設立されている町内会の自主防災組織、９町内会の強化を図るとともに、未設立

の町内会に対する働きかけと町内会避難計画作成を一体として進める必要があると感じて

おりますので、今回作成したハザードブックを活用しながら各町内会と連携を図っていき

たいと思います。 

 ３点目の非常食など、備蓄品の整備進捗状況についての御質問であります。 

 備蓄品等の整備につきましては、体を温めるものと食料等を優先的に整備する予定であ

り、今年度につきましては、毛布９３５枚、アルミのブランケット６２５枚、ストーブ１

８台、ラジオつき懐中電灯１１９個、非常食９,０００食、水５,３００本を近々発注予定

であります。 

 次、２件目の改正介護保険制度の施行に関し、４点の御質問であります。 

 １点目は、施行６カ月を経過し、保険料引き上げ、いわゆる１号被保険者でありますけ

れども、その影響及び介護報酬改定による事業所の影響について、町の認識についての御

質問であります。 

 １号被保険者の影響でございますが、第４期との比較いたしますと、議員御指摘のとお

り２８％の増となっておりますので、確かに保険料の負担はふえたと思っております。し

かしながら、当町においては、本年５月に小規模特別養護老人ホームの開設がされました

ので、昨年度よりは介護施設の充実とサービスの向上も図られたことから、ある程度の介

護保険料アップは安心し安定的な生活を営むために当たり、現行の保険制度上、適正なも

のと認識しているところであります。 

 また、各事業所の影響につきましては、今年度より介護職員の処遇改善加算の創設によ

り、一律１.２％増の改定が行われました。中でも介護報酬におけるサービスごとの見直

しにおいては、報酬の引き上げとなったものと引き下げとなったものがございますが、訪

問介護事業所、グループホーム、デイサービスの事業所においては、大まかではございま

すが改定前と比較し、各事業所それぞれ１００万円ないし３００万円ほどの減収が見込ま

れるとお聞きしております。しかしながら、まだ年度途中で断定できませんが、ある事業

所では昨年より利用者がふえたことから、収支においては減収になっていないと聞いてお

りますので、各事業所の経営努力にも期待をしているところであります。 

 町といたしましては、減収に伴い、介護サービスの低下とならないよう介護予防に重点

を置き、介護認定者の抑制と介護給付費の上昇を抑えるため、地域包括ケアの推進を図り

ながら介護保険制度を遵守し、円滑な運営を行ってまいります。 

 ２点目の１号被保険者の保険料引き上げで経済的打撃が一番大きいのは何段階の層かと
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の御質問であります。新設の３段階を除き、先ほども話ししましたが、各層で２８％の増

となっておりますので、基本的には各層同等と思われます。しかしながら、個々の生活状

況により一概には言えませんが、所得の多い人と尐ない人では尐ない人がより厳しいもの

と思われ、２段階の層と思います。 

 ３点目は、第１から第８段階の階層別保険料の所得に占める割合についての御質問で

す。第１段階については、羅臼町では生活保護者の方だけですので割愛させていただきま

すが、所得については限度額での算出といたしました。第２段階では３.６％、第３段階

で３.０％、第４段階で３.３％、第５段階で６.０％、第６段階では４.８％、第７段階で

３.８％、第８段階で４.５％となっております。 

 ４点目の低所得者の保険料独自減免及び介護保険料の所得段階設定の改善はできないか

との御質問であります。低所得者の独自減免につきましては、当町の介護保険料は道内及

び管内と比較して突出しているほど高くはないのと、減免を行った場合に、他の保険制度

及び利用料などとのバランスも考慮をしなければならず、介護保険料の低所得者のみ減免

は公平性に欠けるものと思われます。 

 続きまして、所得段階設定の改善につきましては、基準額に対する率の変更は新たに最

初から見直さなければならず、今年度行った改定作業を１から行わなければならないこ

と。また、多段階層も現行８段階を９段階、あるいは１１段階に検討いたしました結果、

高所得者のほうが多くいないため、低所得者層に反映されないことから８段階のままとい

たしました。したがいまして、低所得者の減免と所得段階の改善につきましては、平成２

６年までの３年間は特別な事由がなければ現行のままと考えておりますが、今後の国や道

の動向に十分留意し、改定が必要と思われた場合には柔軟に対応し、適切な介護保険制度

の運営を図ってまいります。 

 次に３件目は公営住宅について、住まいと生活の状態変化をとらえた住宅政策に関して

４点の御質問であります。 

 １点目の羅臼町の公営住宅供給の考え方についての質問であります。 

 当町の町営住宅につきましては、公営住宅法にのっとって管理しております、公営住宅

法第３条地方公共団体は、常にその地域内の住宅事情に留意し、低所得者の住宅不足を緩

和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならないとなって

おり、その趣旨に従って供給を行っております。 

 ２点目の現公営住宅の耐震性、居住スペース、バリアフリー、水洗、浴室などの住環境

の水準についての質問であります。耐震性については、現行の耐震基準となっているもの

は、昭和５６年６月の建築基準法の改正によるもので、それまでの耐震基準は中規模な地

震で震度５弱程度を見据えた規定でしたが、これに加えて大規模な地震で震度６弱程度が

発生した場合においても、人命に影響を及ぼすような倒壊等を防止するために規定の強化

が行われました。このため、昭和５６年６月を起点とし、それ以降の建物については耐震

化を図る必要性があり、それ以後の建物については耐震基準が適用されており、耐震性を
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有しております。この耐震基準から、当町の町営住宅で耐震性を有している戸数は１０６

戸となっており、全体戸数２７０戸のうちの３９％となっております。 

 次に、居住スペースについては、タイプ別に見ますと２ＤＫの居間のほかに２室あるタ

イプで、１戸当たり面積４０平米以下となっており、４０平米を超す面積になりますと３

ＤＫ、３ＬＤＫの居間のほかに３室あるタイプとなっております。戸数としては１戸当た

り面積４０平米を超すものが１８３戸で、全体の６７％を占めております。 

 次に、バリアフリーについてですが、現在対応している町営住宅はありません。水洗に

ついては、平成３年度建設以降の町営住宅が水洗化されておりまして、４２戸となってお

り、全体の１５％となっております。 

 次に、浴室についてですが、浴室は昭和５１年度建設以降の町営住宅に浴室スペースが

ありまして、１５８戸で全体の５８％を占めております。 

 次に、３点目の羅臼町は住生活基本計画、いわゆるマスタープランを策定しているかに

ついての質問であります。現在、住生活基本計画は策定しておりませんが、今後、国から

住宅行政において地域特性や住宅事情などから、住生活の安定向上に関する課題を明らか

にし的確な住宅施策を進めることが求められていることから、平成２５年度に作成する予

定であります。また、現在ある町営住宅を対象に団地別、住棟別に修繕、改善、建てかえ

などの活用方法を定め、長期的な視点及び予防保全的な観点から町営住宅の長寿命化によ

る更新コストの削減と、事業量の平準化を図ることを目的として、公営住宅など長寿命化

計画もあわせて策定する予定であります。 

 ４点目の公営住宅の老朽化の認識についての御質問であります。構造別に耐用年数に違

いがありますが、今年度で耐用年数を経過している住宅が１２８戸で全体の４７％を占め

ております。その内訳として、緑町団地の昭和３０年代の住宅や栄町高台団地の昭和４０

年代の住宅で水洗や浴室もない状況であり、当町の町営住宅には老朽化が著しい団地もあ

ると認識しているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（村山修一君） 坂本君。 

○５番（坂本志郎君） 再質問をいたします。 

 初めに、地域防災に関して３点お答えありました。私は、町内会を通じた地域防災組

織、これは必要であり、その強化は重要なテーマと思っています。しかし、地域防災組織

の概念といいますか、その役割について考えてみると、どうも一般論の域を超えられな

い、具体性に欠けるように感じています。災害時には、被災者の救助、救出を自主的に行

うというふうに言われますが、災害時の初期行動としては、まず自分の身を守る、これが

まず第１ですね。そして、あわせて地域内の要援護者の避難を援助すると、こういう流れ

になるのではないかと思います。そのためには、町内会ごとに要援護者リストの作成、あ

るいはその方が住んでいる住居の確認、だれがその方を援助するのかという援助者の分

担、そして町長もお話ししていましたが、どこへ逃げるのかという避難路、あるいは避難
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先などが決定されて、そのことの地域内の理解と周知及び意思統一がされなければなりま

せん。 

 その上で３点お伺いしますが、１点目は災害時の弱者対策なのですが、乳幼児、妊婦、

高齢者、障害者を対象とした福祉避難所、これは前にも質問をしております。今回、防災

ハザードブックに載ってくるかなと思って見させていただいたのですが、入っておりませ

ん。実際に一時避難の後、落ち着いたらば、一定の期間、避難生活が続くというふうに考

えたときに、おなかの大きい方だとか寝たきりの方だとか、あるいは認知の方であるとか

歩けない方とか、こういう方たちが一般の健常者と同じフロアの中でというのは、これは

なかなか困難です。そのために、道あるいは国も福祉避難所についての定義を決めている

わけです。私は、湯ノ沢町の老人福祉センター、あるいは農林漁業実習センターですか、

この辺をその候補地として検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 ２点目、津波の緊急時は、ともかく高台へ避難しなければなりません。ハザードブック

は２０分から２３分ぐらいで２メートルぐらいのが来ますよという想定になっています

が、極端には５分後、１０分後という場合もあるわけですから、避難所に逃げられないと

いう場合もあります。その場合はすぐ横の山へ逃げなければいけないと、こういうことに

なるわけですが、実は地域によっては避難路が未整備です。階段もありません。各町内会

ごとに必要と思われる避難路、階段の設置などを調査すべきではありませんか。 

 ３点目、これも何度かお話ししていますが、地域の標高表示、海抜表示といいますか、

新聞等でも随分報道されていますが、しっかりしたものは何十万もかかる。現在、羅臼町

にはありませんが、標津町から尾岱沼、向こうへ行くと道路の両側にここは標高何メート

ルですという避難の注意看板があります。あれは１基２０万円とか３０万円とかかかるも

のですが、新聞報道等によりますと、もっと簡易なもので電柱に張りつけるようなものを

自治体独自につくって張られている。これは、住民にとって自分の自宅周辺の標高を知る

ということは非常に重要です。津波の防災意識の啓発に最も有効です。釧根管内の海岸線

を有する自治体で標高表示がないのは、私ちょっとはっきり調べていませんが、羅臼町だ

けかもしれないなというふうに思っています。計画があれば示してください。 

 以上、３点お答えください。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） ３点の御質問をいただきました。 

 一時的には、いついかなる場合にどういう災害が起こるかわからないという中で、特に

今、ハザードブックについては地震による津波ということを想定しているのですが、我が

まちにおいては津波ばかりではないという状況の中で、特に結果として今の想定されてい

るところでは２.０メートルということですから、そう大きな津波ではないとしながら

も、まず私は地震の規模によっては山崩れが一番羅臼の場合は心配であろうというふうに

思っています。したがって、地震があったらすぐ山に逃げるということはなかなか言いづ

らい。とにかく安全な高いところにということになってくるかというふうに思います。 
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 そういう中にあって、一時的にはとにかく逃げていただきたいと、それぞれが自分の命

は自分で守ろうということに徹しなければならない。そこから次に弱者対策ということの

中で、行政としても当然それはやっていかなければならないことであるというふうに思っ

ていますが、今お話にありました福祉避難所の問題、福寿園、あるいは体験実習館等々と

いう話がございました。今、新たな提言として受けとめさせていただきたいというふうに

思っています。それで今、福祉避難所、弱者対策という中で、いま一度、今ハザードブッ

クができた中で、この部分についてさらにまた追加というか、検討していかなければなら

ないことであろうというふうに思っています。ハザードブックに追加する、しないの問題

ではなくて、検討しなければならないことであろうというふうに思っているところでござ

いますので、坂本議員の御提言として、まず受けとめさせていただきます。 

 それから、逃げる場所の調査というか、これについては今までも町内会長さん方に事あ

るごとにお願いもしているところでありまして、その町内によってはいろいろと実地的ど

こにということをお互いに確認し合っている町内会もあるようでありますけれども、いま

一度、行政としても各町内会に、さらにこの辺について呼びかけてまいりたいというふう

に思っているところでございます。 

 それから海抜表示、標高の表示でありますけれども、これについても前にも御指摘あり

ましたし、表示板もかなり金額的なこともさることながら、羅臼はほとんどないという状

況の中で、実は開発建設部のほうにお願いしまして、今、羅臼の町内これを順次やってい

ただけるというふうになってございますので、もう尐し時間がかかるかもしれませんけれ

ども、それぞれ標高表示は整備されていくということになってございますので、御理解い

ただきたいと思います。 

○議長（村山修一君） 坂本君。 

○５番（坂本志郎君） ぜひ、そのように進めていただきたいというふうに思います。時

間もかかるし、コストもかかりますので。ただ、これは計画をして、きちんと段階的に

やっていくということが大事だろうと。 

 防災ハザードブックについて何点か質問をさせてもらいますが、町長、先ほど言いまし

た、２メートルだというふうには書いてあるけれども、実はどんなことが起きるかわから

ないと。今、津波に関してお話し中心にしますが、正確な予測は困難と。まさにおっしゃ

るとおりなのです。そういう意味では、ハザードブック下のほうに１行、あくまでもこれ

は道の予測です。実際はどれほど大きいのが来るのかわかりませんという注意事項は書い

てあるのですが、どうもちょっと私、最初に見た印象では２メートルが強調されすぎてい

て、２メートルぐらいなら大したことないやという逆の印象を与える可能性があるもので

すから、そういう意味ではハザードブックの活用について、先ほど町長も触れていました

けれども、町内会ごとにハザードブックを見ながら、やはり学習会というか、啓蒙活動の

一環として、これから計画的にやられたらよろしいのではないかなというふうに思ってい

ます。 
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 次に、非常食、災害の関係です。毛布９３５枚から始まって水５,３００本を近々発注

する予定だということなのですが、発注先の関係です。前回お伺いしたときに、地元のも

のは地元で発注するのですかと聞いたらば、あるものは発注するのかというお話聞いた

ら、当然ですというお答えでした。それに間違いありませんか。 

○議長（村山修一君） 副町長。 

○副町長（鈴木日出男君） 災害物資の供給を町内の業者に発注するのかということの確

かめでございますけれども、すべての物品、用意できるものというふうに考えております

ので、町内業者をして発注をしてまいりたいというふうに思ってございます。 

○議長（村山修一君） 坂本君。 

○５番（坂本志郎君） 地域の産業振興ということもございますので、地域にあるものは

地域の業者を通じて１００％確保すると。ぜひその方向で進めていただきたいと思いま

す。 

 次、介護保険制度の施行に関して４点お答えがありました。保険料引き上げと介護報酬

改定による影響認識ですが、町長も負担がふえたという認識をしているということです

ね。それは私と全く同じですから結構です。ただし、その理由として、介護施設が充実し

たので適正な判断だと、こういうことなのですが、この辺に関してちょっと何点かあるの

ですが、あわせて事業所の関係です。プラスになった分とマイナスになった部分がある

と。プラスマイナスでどうなのだということなのですが、減収が見込まれる等の話もある

けれども、企業努力で云々という話もある。民間ですから、企業努力するのは当然のこと

であります。 

 私は、羅臼町も含めて、釧路も知っている福祉事業所ありますから聞きました。そうし

ましたら、この介護報酬改定の関係ですね、サービス時間区分の変更で平均で大体１２％

近い報酬引き下げがこの分野であったということで、町長もそう認識していました、先ほ

ど。営業に影響を与えていることは間違いないのですね。だからどうなのだということな

のですが、要するに、今回の介護保険制度の施行に関しては、この仕組みの問題なのです

が、先ほど町長の話にもありました、上がったけれども介護施設が充実してくれば当然の

こと、確かにそういうことはあるのですが、介護保険制度の仕組みそのものなのですが、

介護サービス利用がふえれば保険料が比例して上がっていくという、今回の４月に施行さ

れた介護保険制度は給付と負担の連動が特徴なのです。 

 これをどうしたらいいのだということなのですが、先ほど負担の関係で羅臼町８段階に

分けていますけれども、どこが一番大変なのだということでお話聞きましたら、町長いろ

いろお話された結論としては第２段階のところではないかなと、こういうお話でした。第

２段階というのは一体何なのだということなのですが、実は当町では１号被保険者６５歳

以上の介護保険料を支払っている方は合計で１,４１５名います。このうち、この第２段

階は３１６名で２２.３％、この３１６名も二つに分かれていまして、特別徴収と普通徴

収とこうなるのですが、要するに年金が月１万５,０００円未満の方が３８名いらっしゃ
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る。ここのところがやはり、第２段階のところが一番負担が大きいことは、これはもう当

たり前の真ん中、一番大変なところなのです。この方たちのところについて、低所得とい

うことですから、減免についてどうかというお話ししましたが、なかなか大変だというこ

となのですが、今申し上げましたように、介護サービスの利用がふえれば保険料、利用料

が上がるというこの根本矛盾はどうなのでしょう、大体限界に来ているような気がしま

す。そうなると、自治体として、高齢者の一番大変なところに対する負担の軽減策という

のはどうしても必要になってくるのであろうというふうに思うわけですが、先ほど町長、

公平という言葉を使われましたが、公平というのはどういう意味、偏らなくて平等なこと

と辞書を引くとそういうふうに出てくるのです。 

 この８段階の中で、第２段階の所得の占める割合は３.６％ということですが、実はこ

こが一番負担が大きいということで言えば、介護保険料の額そのもの、保険料の金額その

もの、ここの第２段階のところが一番厳しくなるということは、ここはちょっと公平では

ないというふうに私は認識をしています。介護保険料については、今申し上げましたよう

に３年ごとの見直しですが、これからまた福祉施設が充実をする、高齢化が進むことに

よって利用料がふえていきますから、そうすると必然的にまたこの介護保険料が際限なく

上がっていくという、この根本矛盾をどういうふうにして解決していくのか。これからま

た継続して議論をしていきたいというふうに思います。 

 次に、公営住宅、町営住宅に関して４点お答えがありました。 

 羅臼町には、現在、峯浜地区から岬地区まで２７０戸の町営住宅があります。うち２３

３戸は入居をしておりまして、空き戸数は３７戸です。町営住宅の供給の考え方、現在の

住環境の水準といろいろお答えをいただきました。公営住宅供給の考え方について、町長

先ほど公営住宅法によるのだということでしたが、この公営住宅法のことをおっしゃって

いると思うのですが、この第１条はこういうふうに書いてあるのです。公営住宅は、健康

で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対し低

廉な、安い家賃で賃貸すると定めています。あわせて、羅臼町の町営住宅は、この町営住

宅法に基づいているわけですが、羅臼町の町営住宅設置及び管理条例には、第１条目的と

して、この条例は公営住宅法に基づくのだということ。そして、第３条に設置の目的とし

て、町営住宅は住宅に困窮する低額所得者の居住の安定と居住水準の向上のために設置す

るというふうに定めています。 

 実は、先月８月８日に私が所属する総務民生常任委員会で何カ所か、栄町高台、緑町、

礼文町、麻布町、それぞれ担当課の職員と入居していない部屋を見させていただきまし

た。町長も直近に視察されたというふうにお聞きしております。先ほどお答えもありまし

たけれども、視察された感想をちょっと一言だけお答えください。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 公営住宅すべて２７０戸見たわけではありませんけれども、年

度別に、あるいは団地別にという中で視察というか見てまいりました。その結果、建てた
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当初は、それはそれなりの状況であったと思いますけれども、今時間が経過する中で、非

常にある意味老朽化、あるいはふろ場もない、あるいは水洗にもなっていないということ

からいきますと、決して快適な状況でないということは素直にそういう感じをいたしたと

ころでありますし、今後に向けての話もきっとあるのかもしれませんけれども、それはそ

れなりにまたお答えしてまいりますけれども、将来的にもこのままというわけにはいかな

いという実感だけはしてまいりました。 

○議長（村山修一君） 坂本君。 

○５番（坂本志郎君） 町営住宅の現状をありていに見ると、お答えもありましたけれど

も、２７０戸中トイレ水洗化率は、私、調べたら１６％、町長の先ほどのお答えは１５％

ということでしたが約４２戸、浴室なしが１１２戸あって４１.４％、約５割、半数がお

ふろがないという状況。その老朽化の関係で見ると、礼文町には比較的新しい住宅はもち

ろんあるのです。ただし、昭和３８年、３９年時建てられた住宅３０戸、その他、古い

な、老朽化だというのは、町長のお答えだと１２８戸で、約５割が老朽化だという御認識

だということで、私と全く一致をしています。 

 また、この入居者の高齢化が非常に進んでいるという状況の中で、これは当町だけでは

なくて全国的に高齢化、あるいは貧困、低所得化というか、進む中、当然我が町も例外で

はありません。その意味において、当町においては、公営住宅の建てかえ、リフォーム、

これも先ほど町長計画的にやるということでしたが、この公営住宅供給のあり方につい

て、急いで総合的に計画すべきというふうに私考えていました。町長、先ほどそれを計画

をするということでしたので、そのことについて他言は要しませんけれども、国も全国的

にそういう公営住宅、あるいは公団が老朽化をしているという現状がありまして、国の住

生活基本計画全国計画というのが１０年計画で実施に移されています。その中には、住宅

困窮者が多様化する中で、住生活分野において憲法２５条の趣旨が具体化されるよう地方

公共団体は、この地方公共団体とは羅臼町の自治体のことを言います、常にその区域内の

住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため、公営住宅の供給を行わなけれ

ばならないというふうにしている。憲法２５条というのは、御存じのように、健康で文化

的な最低限度の生活を営む権利です。住宅セーフネットという言葉を初めて使いました

が、これはバリアフリーの関係ですよ。高齢化、あるいは貧困化が進む中で、公的住宅を

柱とした住宅の確保と居住の安定というものを、この住宅のセーフネット化ということを

言うのですが、これを進めなければならないというふうに国が指導をしているわけです。 

 町長、先ほどお答えがありました。基本計画については未策定であるが、平成２５年度

に向けて策定をするのだということですので、尐しでも早くというふうに思いますが、こ

の基本計画を早急につくることがまず一番大事なことであります。そして、策定するとの

お答えありましたけれども、羅臼町には当然のごとくさまざま課題が山積をしておりま

す。先ほど申し上げた憲法２５条の趣旨に沿った、この住宅セーフネットの確立を図って

いただきたい。このことを最後に申し上げて、私の一般質問を終わります。 
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○議長（村山修一君） これで、坂本志郎君の一般質問を終わります。 

 ここで、昼食のため１時まで休憩します。１時再開します。 

午後 ０時００分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（村山修一君） 再開します。 

 午前中に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次に、４番髙村和史君に許します。 

○４番（髙村和史君） 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 今回は、観光地の環境整備と観光客誘致の提言、役場職員の身分や定数、給料等、また

削減問題など取り上げて、いわゆる町民に理解のできる、町民がわかる、そういう職員が

どうあるべきかと。また、職員の給与体系がどうあるか、ここでひとつ整理をしたいな

と、このように理事者の答弁も的確な答えで、私もわかるような、そういう整理した中で

答弁をいただきたい、このように思っております。大体大枠で、この２点についての質問

でございます。 

 まずは、観光地の環境整備と観光客誘致の提言として、これは提言とさせていただくの

は、今、御存じのとおりえとぴりかという船が、これは北方領土の対策の中でやってい

らっしゃる墓参の目的と、ビザなしが目的でございます。我が町は眼下に国後と見渡すこ

とができる羅臼国後展望等々があります。この施設は、独立行政法人北方領土問題対策協

会、通称北対協が北方領土の関係資料を展示する啓発施設として設置・運営しておりま

す。根室管内には、同様の施設として、根室市納沙布岬の北方館、別海町白鳥台の別海北

方展望塔があります。北方領土問題の教育啓発も、当町が発信する観光を通じた教育とし

て重要ではないかなと、このように思います。 

 例えば、さきに就航した１,１００トン級のビザなし新造船のえとぴりかの長期チャー

ター契約、これは１４年間で行っている北対協とタイアップして、これらの啓発施設とリ

ンクし、えとぴりかを利用した啓発観光など、北方領土隣接地域の事業として行うことを

羅臼町として発信ができないのか。そしてまた、このえとぴりかのことは、回答によって

はまた再質問でやらせていただきますけれども、墓参とそしてまた日ソの友好のいわゆる

ビザなしのほうで、あいている期間を利用した中で、根室発、また羅臼発というような感

覚の中で、このえとぴりかの利用をできないかと。そのような発信が、当町として教育を

交えた中の観光教育、観光経営という観点から質問をさせていただきます。 

 続きまして、羅臼町内の観光施設の中で、スポットとして、例えば自転車、サイクリン

グによる北海道一周のホームページで訪れたい場所の中に、知床峠、熊の湯、しおかぜ公

園、マッカウス洞窟、クジラの見える丘等々がございます。また、熊石、セセキ温泉、相

泊温泉、羅臼国後展望塔、純の番屋、また幌萌のオンコ公園などが紹介されております。
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地元にいると、なかなか自分たちがその観光ＰＲのスポットとして言われたときに、なか

なか出てこないのが、いわゆるサイクリング、自転車サイクリング、そういう方々に、か

なり全国的にそういうスポット紹介をしてもらっていることは皆さん御存じだと思うので

すけれども、そこで私、提案したいのは、シーニックバイウェイ北海道というこの取り組

みがあるのです。これは、地域に暮らす人や企業が主体となっております。企業や行政が

手をつないで、個性的で活力ある地域づくり、魅力あふれる観光の地域づくりを目指す取

り組みでございます。地域をただ通過するだけではなく、通過地点の周辺地の情報もきち

んと提供し、そこに足を運んでもらうというその活動がシーニックバイウェイ北海道の活

動でございます。 

 ことし２月現在の道内ルートでは１２カ所が制定されているわけでございます。羅臼町

の近くでは、そのうち釧路湿原、阿寒、摩周シーニックバイウェイがあり、中標津までが

そのルートになっております。また、峠を越えますが、東オホーツクシーニックバイウェ

イは斜里町までがそのルートに入っております。ちょうど羅臼だけが、この二つのルート

の狭間として抜けた感じになっているわけでございます。ここら辺も以前から観光行政の

中で、このシーニックバイウェイというのは、こういうものの提唱が我が町にはなかった

のか、それとも、わかっていたけれどもなかなか乗りおくれてしまった、そういうような

こともちょっと後から答弁をいただきたいと思いますけれども、当町の本当の観光を考え

るときに、地元の観光の、いわゆる先ほど町長の同僚議員の答弁にありました、自分たち

のできる、また企業ができる、そういうものを発信する場所がなかなか個人的の情報とい

うのは限りがあります。そういう中では、この観光の取り組みというのは、もうちょっと

大きなグランドデザインの中にやっていかれるのもいいかなと。当町として、ぜひこの

シーニックバイウェイを加えてもらう取り組みをすることも検討していただきたいと思い

ます。町長の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

 次に、役場職員の身分や定数、給与をどうあるべきなのかについて、ちょっと質問をさ

せていただきます。 

 過去いろいろな形で役場職員の給与等が問われております。役場職員が果たすべき役割

の大半は、日常業務にあります。私たち住民のための福祉の維持と向上を目指しておりま

す。法律や条例で決められていることを行政として行う、議会が決めた予算に伴う事業や

活動を公平・公正の観点から執行をするなど、そういう仕事を補っております。景気が悪

くなったときなどは、ともすれば公務員に対し、親方日の丸、身分が保障されている役場

職員の数が多過ぎる、賃金が高いなど、ちまたでは言われていることに対して、じゃ、本

当にどうなのか。それでは、我が町の役場職員の身分や定数、給料はどうあるべきなのか

ということについて、いま一度、冷静に考えるべきだと私は思います。私は、我が町の役

場職員は、私たち住民にとって最大の人的な財産であるという視点に立って理事者の考え

方をお伺いしたいと思います。 

 初めに、地方公務員の身分は本当に保障され、安定しているのか、この観点のちょっと
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質問をさせていただきます。地方公務員については、地方公務員法という法律が基本的な

法律となっております。確かに同法の２７条第２項では、同法または条例で定める事由に

該当しなければ、降任、免職、休職、減給などの処分を受けないとされておりますけれど

も、第３条では、同法で受けないとされています、同法で定める事由に該当しなければ懲

戒処分を受けないとされている。ただし、一方では、同法２８条では、勤務成績が不良の

場合や職の的確性を欠く場合、心身の故障、職制もしくは定数の改廃、予算の減尐による

職の廃止、過員を生じた場合には、降任または免職もできるという旨の記載がされており

ます。実際に財政再建団体に陥った夕張では、希望退職募集も含めた職員数は半分となり

ました。同時に、住民負担もあらゆる面で増加したと聞いております。また、民間の多く

の企業と違い、公務員には失業保険もありません。免職になれば、当然ながら退職金もあ

りません。場合によっては、共済年金も支給されないということでございます。 

 そういう意味では、私は地方公務員の身分は、とりわけ安定しているわけではないと考

えますが、そしてまた同時に、我が町の職員の身分が不安定になるときは、町の財政も不

安定になります。その究極は、財政再建団体への転落ということも示唆されます。そのと

きは町民負担も最大となり、本当に最低限の住民サービスしか提供できない自治体になっ

てしまうということは、大変町民に対しても厳しい判断をゆだねることになろうかと思い

ます。ただ、職員の給料が高いとか安いとかというその観点ではなく、町民にいかに職員

がどう対応し、町民がきちんと職員に対して理解してもらえるような、そういうことでは

ないかなと。賃金の高い安いは、私また別にいろいろなデータの中でお話しさせてもらい

ますけれども、まず高い安いの議論より住民にどう接するか、住民がどう理解してもらっ

ているか、そこら辺の観点の質問をさせていただきます。この件に関して、私の考えは間

違っているかもしれませんが、町長の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

 次の質問です。 

 今、当町が行われております町職員の人件費の算出について、町長の見解をお伺いさせ

ていただきます。 

 次の質問ですけれども、４月にいただいた町の資料によると、平成２４年度の人件比率

は管内１市４町で羅臼町が２４.６％と、管内では一番高い数値を示しておりました。当

町と同規模の人口を有するほかの自治体と比較して、同町の職員数の規模についてどう考

えて、これからまたどういうふうに考えていくのか。また、職員数の規模について、これ

からのビジョンがあったら町長の考え方をお示しください。 

 また、平均賃金は、これから年度が違い、独自削減の影響かと思います。私が言ってい

るのは、過去のデータに基づいて、この羅臼の賃金が安いというのは、これは過去年度が

違いますけれども独自削減の影響で羅臼町の給料はそんなに高いレベルではないというこ

とを言っているのです。１市４町では、当町が最低でございます。決して当町の職員数や

給料水準は高くないと私は考えますが、また町長の考えも、これもお聞かせをいただきた

いなと、このように思います。 
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 以上、今回は観光地の環境整備と観光客誘致、また役場職員の身分、定数、給与等どう

あるべきか。これから今後のそういう問題の課題、テーマを入れまして、ひとつ御回答を

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 髙村議員から２件の御質問をいただきました。 

 まず、１件目の観光地の環境整備と観光客の誘致の提言について２点の御質問でありま

す。 

 まず、１点目のビザなし新造船えとぴりかを活用した北方領土問題啓発観光事業の可能

性についてでございますが、ビザなし交流船えとぴりかについては、これまで元島民や関

係団体、北隣協、いわゆる北方領土隣接域協議会等が長年にわたり新造船の建設を要望し

てきた結果、本年度から就航したものであります。また、北方領土問題の教育啓発活動に

つきましては、北隣協と連携し、北方領土を目で見る運動、修学旅行誘致事業の強化を内

閣府等に対し要望してきた結果、内閣府からの委嘱事業予算も約３倍の増額となり、補助

メニューについても元島民による語り部などに対する謝礼金、洋上視察経費等に加え、新

たに宿泊経費の一部補助、バスなど移動経費や体験学習に係る経費の一部補助も加わり、

当町における学習旅行の誘致も増加している傾向にあります。 

 あわせて、北方領土問題対策協会と北方領土都道府県民会議が内閣府の支援を受け、本

年度から２カ年の予定で実施している青尐年等現地視察等支援事業では、全国の六つの県

民会議が既に当町を訪れ視察研修を実施しております。 

 新造船えとぴりかは、あくまでも主たる目的がビザなし交流や自由訪問などであり、年

間２５回前後の運行条件にあるとともに、出港準備や寄港後の後かたづけ、定期点検のた

めのドック入りなどを考えると、実際に活用できる期間は限定されたものになるものと考

えております。しかしながら、北方領土学習を通じた学習旅行の誘致や各関係団体の視察

等の際にえとぴりかを活用することは有効な手段であると考えておりますことから、今後

は根室羅臼間の運行の可能性も含め、北隣協と協議を進めてまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

 ２点目は、道をきっかけに企業や地域住民の方々と行政が連携し、景観を初めとした地

域資源の保全、改善の取り組みを進めることにより、美しい環境づくり、魅力ある観光空

間づくりを図る目的としたシーニックバイウェイに加えてもらう取り組みを検討すべきと

の御提言、御質問であります。 

 近年、レンタカーを利用した観光形態が増加している北海道で、２００３年に先行的に

二つのモデルルートを施行実施し、２００５年にはシーニックバイウェイ北海道推進協議

会が設置され、現在９ルートが指定されております。近隣では、先ほど議員のお話しにあ

りましたように、一つとして、釧路湿原、阿寒、摩周、シーニックバイウェイ、二つ目と

して、東オホーツクシーニックバイウェイの二つのルートがあり、一つ目のルートは釧路

湿原エリア、阿寒湖エリア、弟子屈エリア、中標津エリアの４つのエリアから構成され、
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７市町村が参加し、当町が関係する道路としては国道２７２号がルートに含まれておりま

す。また、二つ目のルートは網走市から斜里町まで６市町で構成され、当町との関係道路

としましては国道３３４号がルートに含まれております。両ルートとも、当町と深くかか

わりがある路線が含まれていることからも、近隣の中標津町及び斜里町に現在の活動状況

を確認しておりますが、民間団体による清掃活動等が主な内容となっております。近隣の

今後の推移を見ながら当町は当町で、当面は当町で現在行われている道路清掃活動や空き

缶などのポイ捨てをなくする運動を充実させ、美しい環境づくり、魅力ある観光空間づく

りを推進してまいります。 

 ２件目は、役場職員の身分や定数、給与について４点の御質問であります。 

 １点目の地方公務員の身分保障についてでありますが、地方公務員の職や任免、服務、

労働関係、身分の取り扱いなどは地方公務員法の規定に基づき当条例を定め適用しており

ますが、身分保障につきましては、地方公務員法第２７条の分限及び懲戒の基準で定める

事由に該当しない限り、降任、免職、休職、降級の懲戒処分を受けることがないとされて

おります。しかし、同法第２８条では、職員の降任、免職に関する基準が定められており

ます。主な内容としては、一つ目としては勤務成績がよくない場合、二つ目、心身の故障

のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合、三つ目は職制、もしくは定

数の改廃、または予算の減尐により廃職または過員を生じた場合については、職員の意に

反して降任、または免職することができることとなっております。先ほど議員おっしゃる

とおりであります。つまり、成績が悪かったり、的確性がなかったり、定数や予算が減尐

した場合は降任や免職が認められているものであります。 

 近年、財政状況が厳しい中、職員の定数の削減など行財政改革を進める自治体も多くあ

りますが、民間に比べ地方公務員の待遇については、周りから見ると恵まれていると映っ

ていることはあると思っております。 

 二つ目の人件費の算出についての考え方でありますが、地方公務員は全体の奉仕者とし

て公共の利益のために勤務し、公共の福祉を守るため労働基本権が制限されております。

そのため、給与や勤務時間などの勤務条件については条例で定められておりますが、企業

制度を改定する場合には人事委員会が設置されていない市町村につきましては、国の人事

院勧告を尊重し、給与等の改定を行っております。当町におきましては、これまでも人事

院勧告に準じて進めてきており、今後も人事院勧告を尊重していくべきだと考えておりま

す。 

 なお、人事院が勧告を行う場合、公務員の給与と民間従業員の給与等を比較するため、

民間企業実態調査を実施しており、例年、企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上

の全国の民間事業所約５万２００事業所から抽出した約１万１,１００事業所を対象に民

間企業の実態調査を実施し、さらに民間企業における給与改定の状況等の調査を行った資

料に基づいて給与勧告を行っております。 

 ３点目の当町の同規模の人口を有する他の自治体と比較した当町の職員数の規模と、４
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点目の当町の職員数や企業水準については関連がございますので、まとめて答弁させてい

ただきます。 

 職員定数につきましては、毎年、総務省で全国のすべての市町村を対象に、人口と産業

構造の二つの要素を基準として職員数を比較した調査を実施しておりますが、平成２３年

４月１日現在の調査によりますと、当町と同じグループに属している市町村は全国で１１

４町村、北海道内には４０町村があります。これを人口１万人当たりの職員数で算出して

比較しますと、北海道内４０町村中、尐ない町村では１０４.３８人、多い町村では２５

０.５７人、当町は１６８.４９人で中間に位置しておりますが、これはあくまでも参考的

な数値であり、同じグループに属してしても都市部に近い町村は福祉施設やスポーツ施

設、あるいは文化施設など、住民サービス機能を都市の機能をもって対応していたり、民

間活力を利用することも可能となるため、地域性によって状況が違うものと判断しており

ます。また、最近の職員数については、退職者の不補充等もあり年々減尐している実態に

あります。一方で、地方分権が進む中、仕事量がふえてきておりますので、職員の採用や

定数管理等を計画的に実施する必要があると考えております。 

 職員の給料水準の考え方につきましては、先ほど述べたとおり、基本的な考え方として

は、地方公務員としては人事院勧告を尊重し進めるべきだと考えておりますので、本年第

１回定例会において職員の給料の特例に関する条例を廃止する条例を議決いただき、本年

４月から本来職員が受けるべき給与水準に戻すことができましたが、町の財政状況は依然

厳しい状況が続いておりますので、今後も財政状況の推移を見ながら職員の理解をいただ

き、対応をしていきたいと考えております。 

 また、直近３年間のラスパイレス指数は平成２１年度が８８.８％、２２年度が９１.６

％、２３年度が９６.２％と国家公務員の給与水準を下回ってはおりますが、今後さらに

上昇することが見込まれますので抑制措置が必要とも考えているところでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山修一君） 髙村君。 

○４番（髙村和史君） 大変、御丁寧に答弁いただきました。 

 きょうは、本当はちょっと時間的な要素もありまして、町長とこの一般質問の一問一答

をフルに生かした中で私は討議を交わしたいと思って、いろいろ私なりの勉強をさせてい

ただきます。これは、今、観光のほうをやってから、またそこら辺の一問一答を利用した

中で、きちんと問答したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、北方のえとぴりかの話なのですけれども、これは町長、前向きに進めているとい

うことで私も安心いたしました。これは、えとぴりかはあれですよね、いろいろな面で平

成２４年度は北方領土青尐年洋上セミナー、これは千島連盟のほう。北方領土青尐年と現

地視察等、結構いろいろな面でこういう目的を遂行しているのです。ですから、今、私が

提唱しているえとぴりかは大体８４人ぐらい乗れますから、学習用のためにも観光客のた

めにも８４人乗りは満席になって１５０人ぐらい行ったり来たりできる。不定期でもいい
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から、そういう観光の起爆剤になればよいかなと。 

 私が提言する前にちょっと資料を出したのですけれども、第１７９回の臨時国会で衆議

院の沖縄・北方特別委員会で伊東良孝さん、７区の先生が、えとぴりかに対して利用活用

を、当時の文科大臣に聞いたら、それは交流以外事業の使える期間は結構あるのではない

かと、これは前向きに進めてみたいという大臣答弁もありましたよね。そのためにも、ひ

とつこの事業を邁進するようにお願いしたいと思います。 

 そしてまた、同船のこのえとぴりかの船は、政府の委託を受けて東京の海運業マリンア

ドベンチャーがいわゆる建造したということで、この船のあれは、ビザなし交流の実施団

体を代表した北方領土問題対策協会、いわゆる北対協が１４年間のチャーター契約を結ん

でいるということで、このことに私ちょっと、ではどこに、この船会社と直接やるのかと

ちょっと疑問があったものですから、先日、内閣府の北方対策本部の参事官吉住さんに

ちょっとお電話させていただきました。羅臼町の、私の発信なのですけれども、何として

でもこのえとぴりかを国民の税金で使っている今、北方領土の全国的・世界的にこの視野

の中で、ぜひとも、この私の今話している根室から知床岬の国後の見える最高の海峡はこ

の場所しかないのです。１,１００トンの船が入港しても、今のところ標津は無理かな、

羅臼はまだできます、根室もできます。そういう中で、町長ひとつ進めていただくように

提言をしたいと思います。 

 それから、シーニックバイウェイの話をしていましたけれども、町長の話を聞いている

と、何かこの事業は羅臼も入っているようなふうにお聞きをしたのですけれども、私が調

べたところは９ではないのです。今このシーニックバイウェイは９件ではなく、全体は６

件だと私は把握したのですけれども、私は思うのですけれども、私の認識違いだったら大

変申しわけないと思うのですけれども、今、町長は９ルートでシーニックバイウェイは、

函館、大沼、噴火湾ルート、支笏湖ルート、それから大雪、富良野ルートと限られている

この六つのルートだと思いますけれども、町長、これはあれですね、羅臼も私はこのシー

ニックバイウェイ北海道に登録運動をさせていただくことによって、今抱えている観光客

誘致は一つとして、すぐというわけにはいかないけれども、大きく広がりを見せるのかな

と。これはひとつ町長、提言としてお聞き願うとともに実行に移していただきたい、この

ように思っております。 

 私はなぜ、今この観光地の環境整備と観光客誘致の提言をなさるといいますと、今、我

が町は本当に基盤産業である水産が大変な局面を迎えております。この件について、理事

者も私も共通した認識と考えております。現状の厳しさは年を追うごとに痛感しておりま

す。漁業者関連する職種の方々が経営できなく、断腸の思いで廃業を決断しなければなら

ない不測の事態を生じております。私は、廃業し職場を失った方に、町として観光事業に

職を求めていただくような政策をぜひ打ち出していただきたい。本当にこれは心から私も

お願いしたいことだと思います。そうする展開によっては、尐しでも町外の流出の歯どめ

となることも考えられます。そしてまた、町財政の好転にも結びつくのではないかと思い
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ます。そういう思いからこの質問をさせていただいておりますので、ここは町長の考え方

をお示しください。 

 時間ありませんので、三つ一緒に提案しますけれども聞いてください。 

 観光地の観光客誘致、また環境整備等は我が町だけの取り組みも大変大事なことですけ

れども、今この北海道、日本国じゅうでもなかなか観光スポット単調で観光誘致などは大

変難しい状態になっております。そこで提案でございます。これは今も行っていると思い

ますけれども、道の取り組みはそうですね、複数の地域と市町村の連携を密にすること、

そういうところで情報提供の交換、観光地独自の課題、ここら辺も情報を先取りする、ま

た情報を提供する、お互いに助け合った観光基盤をこれから考えていかなければいけない

かなと。ちょっと一言でいいですから、あれだったらお答えください。 

 さらにまた、最後に観光の問題では、大くくりでやっていますけれども、あと世界自然

遺産、知床国立公園等の管理、または環境整備を含めた世界自然の環境特区というのが知

床自然遺産特区というか、今、国ではその特区のことはかなり前向きに考えているようで

ございます。特区可能になれば、いろいろな事項の変革も可能と聞いております。また、

それに伴う支援策もあると思います。長所、短所の部分はあると思いますが、よく精査を

していただき、観光特区がいいのか、知床特区がいいのか、自然遺産特区がいいのか、そ

ういう申請をすることもよいかなと思います。これも先細っている羅臼の産業形態、また

観光にも、これも一躍起爆剤になればよいかなと、このようにも思っております。そうい

うことによって、今、我が町に欠けている観光地にふさわしくないトイレや街灯、案内

板、観光客の受け入れ体制が十分とは言えないと指しております。ここら辺もそういう新

しい町の発信も、対外的な発信の中で皆さんの国や道の協力もいただければ、一気に環境

整備もできる、こういう提案も急務ではないかなと思います。 

 以上で、観光に関する質問は終わらせていただきます。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） それでは順次お答えしたいと思いますけれども、５点ほどあっ

たと思います。もし答弁漏れがあるとすれば、御指摘いただきたいと思いますが。 

 まず１点目のえとぴりかの活用の関係につきましては、先ほど答弁申し上げましたよう

に、今月いっぱい恐らくビザなしの関係で活用しているということでありますので、この

後、どのような段階でドック入りするかわかりませんけれども、この船自体は冬の流氷の

中ではちょっと航行できないような船になっておりますので、そういたしますと、ある程

度期間が限定されているという中で、先ほど申し上げましたように、できることであれば

羅臼までそういう形でもって来年以降に向けて活用できないか、今後協議してまいりたい

と、関係機関と相談もしてまいりたいと思っています。 

 それからシーニックバイウェイの関係、訂正させていただきます。髙村議員御指摘のと

おり、実際には細かく分けますと、一つのエリアをまとめてしまうと９になるのですけれ

ども、細かく言いますと１２指定されてございまして、１が候補地となってございますの
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で１２ルートということで訂正させていただきたいというふうに思っています。ただ、こ

のことにつきましては、先ほど申し上げましたように、２７２号の国道と３３４号の国道

がうちに関係しているということであって、決してシーニックバイウェイにうちが加盟し

ているということでございません。ここをはっきりさせておいた上で、以前にこの話が開

発局のほうから、国のほうからありました。羅臼もこの３３４号、シーニックバイウェイ

ということでもってどうですかという打診があったのは確かであります。そのときに、

四、亓年前になると思うのですが、私が申し上げたのは、まだまだこの羅臼、３３４号、

羅臼と標津の間、基本的にやっていただかなければならないことはたくさんあると。特に

災害に強い道路づくり、あるいはグレードアップと、まずそこの基本的な部分の基盤整備

がまず先でしょうと。それをやってもらった上で、次のそういうほかのやっているところ

とつないでいければいいなということでありましたので、今、髙村議員から御意見があり

ましたので、今後に向けてこの基盤整備ということはある程度スケジュールに載ってまい

りましたので、そこを見据えながらこのことについては検討をしてまいりたいと思ってい

るところであります。 

 それから次に、観光の関係でありますけれども、３月の執行方針で申し上げましたよう

に、我がまちの人口の減尐も踏まえながら、あるいは観光客の誘致ということも含めなが

ら、交流人口をふやしたいという中で今取り組んでいるところでありまして、この一環と

して、先ほど申し上げました修学旅行の学習のことも、これはありでありますけれども、

そのほかに加えて、管内的にはいろいろなそういう、今、旅行会社、あるいは空港会社も

含めた中でのそういう協議会も今できておりますので、そういうところも活用しながら我

がまちの観光振興ということを進めてまいりたいというふうに思ってございまして、４点

目とも関連いたしますけれども、広域観光という面では、今、知床観光圏といいまして羅

臼と斜里町と清里町と標津町と、この４町で知床観光圏ということでお互いに広域的なそ

ういう観光連携、情報共有と、あるいは状況によっては事業展開ということをしているわ

けであります。加えて根観連、要するに根室観光連盟という中でもいろいろな取り組みを

しているところでありますが、このことを観光に関しては、特に最近の旅行客の動向を見

ますと、そこの１町村の中ですべてが満足することではなくて、泊まりあるいは外食、あ

るいはほかの体験をする、あるいは何かを見学すると、それぞれのところにスポットなり

があるわけでありますから、そういう面ではやはり今後もこの広域観光という中で、先ほ

どもお話し出ておりましたように、特に羅臼は今、観光船によるホエールウォッチングが

非常に大きな注目を浴びているということでありますから、そのことを特色を生かしなが

ら進めていきたいと思っているところでもございます。 

 また、世界自然遺産の関係、５点目でありますけれども、環境特区構想という御提言を

いただきました。これについては、今まで特区構想というところまでは検討しているわけ

ではございません。今後、このことについては、今、行政同士では斜里町との協議会、そ

ういう共通したことをお互いに１年間に何回か集まって協議しようという場面もありま
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す。加えて、環境省であるとか林野庁であるとか等々の関係機関が集まる知床世界遺産に

係るいろいろな組織もございます。そういう中でこの話題も、正式な議題とはなりません

が、話題としていろいろとしていきたいなと。その中でそういう方向がある程度見えると

するならば検討していく必要があるだろうと思っているところでありますけれども、現況

の時点ではその辺にしておきたいというふうに思っているところでもございます。 

 また、案内看板等のことにつきましては、確かに不足している部分がありますし、特に

私が思うのは予告看板が非常にうちの場合は尐ない。何キロ行ったら何があるという、そ

ういう予告看板が尐ないなというような気はしております。そこにある看板はあっても、

そこに行って初めてそこに何があるかということを気づくということで、あらかじめ予測

できる看板が尐ないなということもございますので、その辺も含めながら今後、観光施設

の整備の中で進めていかなければならないことであろうと思っているところでございま

す。 

 もし答弁漏れがありましたら、また御指摘いただければと思います。 

○議長（村山修一君） 髙村君。 

○４番（髙村和史君） 前向きに御答弁いただきまして、答弁というのは空答弁は私要り

ませんので、ぜひ邁進して町民がよくなるように進んでいきたい。 

 あと、私の持ち時間１５分、大体、人件費に３０分ぐらい時間を使おうと思ったのです

けれども、私のほうの質問は簡略にします。町長も簡略でいいです。ただし、簡略でもわ

からない答弁は困ります。ひとつお願いいたします。 

 まず、先ほどから言っています職員の人件費についてですけれども、人件費はこの一時

的な退職金等も含まれておりますよね。単純化して考えた場合は、職員数の総数と支払わ

れている給料の総数を掛け合わせたものですね。職員が１００名で平均月額給与が３０万

円、手当が年間４カ月、仮に計算した場合は１００人掛ける３０万円の１６カ月で単純に

４億８,０００万円という数字になります。これが、では、職員が多いよと、もしくはそ

ういう声、町長も行政上は仕方がないなと。職員数が８０人でやった場合、給料が１割、

仕事量もふえますから高くした場合、これはＢ案として私は提案しているのですが、８０

人を１割ですから３３万円掛ける１６で４億２２４０万円となります。極端なものをわか

りやすく言うと、Ｂ案のほうが１２％人件費が安い計算になりますよね。 

 ですから、人件費はただ高い安いの議論より、いかに町民に負担、また行政サービスが

できるかという部分で、私は今この計算出しているのですけれども、私が今申し上げた人

件費を考えた場合、職員数が適正なのか。そして、給料が適正なのかどうかというのは、

これは理事者の質問、大変だと思いますけれども、これは両面で評価する必要があると思

いますけれども、町長の見解を聞かせてください。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 髙村議員おっしゃるとおり、給料の多い尐ないというよりも、

要するに職員としてその職務を果たしているのかどうか、それから町民に対する行政サー
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ビスとして職責を全うしているのかということだと思いますし、また、人件費云々の数字

をとらえて言うならば、我がまちにおける予算の規模、要するに収入に見合った形の中で

運営をしていかなければならないとするならば、当然、人件費が占める割合がどれだけに

なるのかと。他の団体と比べて給料と職員の数が同じであったとしても、そこのまちの財

政力が高ければ人件費の割合は尐なくなるのでありますから、したがって、この数字だけ

ではなかなか比較できない部分があると。 

 ただ、これは全国的な職員という地方公務員という中で、先ほど申し上げましたように

人事院勧告を尊重して実施してきておりますで、そう大きな開きはないだろうというふう

に思っていますが、先ほどお話しありましたように、私どものまち、本年の３月まで職員

の削減をしていたと、職員の給与を１０％削減して支給していたという状況もございまし

て、これについては職員の十分の理解をいただきながらやってきたつもりでありますけれ

ども、そういう結果として今現在にあるんだということでございますので、我がまちにお

ける財政状況によっては、当然、職員の人件費については、結果として総額としての増減

は当然出てくるものだというふうに思うわけであります。というのは、要するに結果とし

て、またそういう減額をお願いしなければならない場面も恐らく出てくるだろうというふ

うに思ってございますので、その点も含めて御理解いただければと思っています。 

○議長（村山修一君） 髙村君。 

○４番（髙村和史君） 私も理解していないわけではありません。理解しています。その

質問はそれで理解するというふうに受けました。 

 先ほどから議論しているのですけれども、職員数の数の話をしたいのですけれども、ど

うしても町民サイドも、やはりこの職員数が多いだとかそういう議論になると、私たちも

きちんとした議員としての責任がありますから、説明しなければいけません。そこで、人

口１,０００人当たりにすると、ここら辺はわかりやすいと思うのです。６,０００人、中

標津は２万４,０００人、人口比率は２０何パーセント、なかなかこれは回答するほうも

説明するのは難しいと思うのです。人口１,０００人当たりの職員数を計算すると、根室

市が７.５３人、別海町が５.９９人、中標津町が１３.０８人、標津町が１５.３７人いま

す、１００人当たり。当羅臼町は、では、どうかといったら１０.９３人です。ちょうど

この真ん中くらいの位置にあるのです。これは何も他町と比べる必要はないと思う。ま

た、余り物事を比べてみなければいけないというものではないと思う。やはり産業形態、

人口形態、そういうものは形態違うのですが、町独自でやられるのもいいのですけれど

も、ただ、ベースとして、私は参考として話しているのですけれども、標津町と羅臼町の

１.４倍の職員数となるわけですね、計算上は。そこでなのですよ。先ほども言ったよう

に、他町と比較しても産業形態、または目指すまちづくり、判断材料には厳しい部分とい

うのはあると思います。町長の今後の、またこれから立ち向かっていかなければいけない

人件費削減にしても、もしくは、あってはならないことだけれども、そういう部分の直面

した場合の今後の町長の運営、将来的ビジョン、職員数の規模について、ちょっと一言聞
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かせていただきたい。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） それでは、職員数についてですけれども、現時点では今の職員

数については、我がまちのいろいろな事務量等々を比べたとき、比較したときに職員数は

適正であろうというふうに思っているところでありますが、ただ、職員数が多い尐ないと

いう議論よりも、私は町民から見て職員がいかに頑張っているかと、その姿だと思ってい

ます。それによって給料が高くてもいいとか、あるいは高いのではないかとか、あるいは

安過ぎるのではないかと、これだけ頑張っているのだからもっと給料、町長上げてやれと

いうことなのか、頑張っていない、全く頑張っていないから給料は高いのではないかと、

その辺をまた町民の視点から見るとそういうことも一方では言えるかと思いますし、また

先ほど申し上げましたように、財政規模という中での人件費が占める状況ということも、

やはり歳入に合った形の中の財政運営をしていかなければならないとすれば、その中で人

件費の適正的な額というのはどのくらいあるのかという中で運営もしていかなければなら

ないと。両面持っているものですから、総合的な形の中で今後進めてまいりたいというふ

うに思っているところであります。 

 以上であります。 

○議長（村山修一君） 髙村君。 

○４番（髙村和史君） ありがとうございます。何か繰り返し質問になって申しわけない

ですけれども、今、町長より、まずは町も財政計画を、私は収支バランスを尐なくとも数

年先を見通した計画を作成しなければならないと思うのです。都度都度、そのときそのと

きの職員の賃金等の交渉をしなければならないような、綱渡り的な行政運営とは私言いま

せんけれども、そこには何かがあるからそこに求めるものがあると思うのですけれども、

そういうふうにこれから財政計画をきちんと打ち立ててほしいなと。 

 さらにはまた、人件費の削減提案をする前に全体比率に無駄は本当にないのかと、行政

上、ここら辺も徹底的に調査、検討すべきと思いますね。また、町職員の人件費ばかりで

はなく、町執行の予算の使い方、そういうのも再度検証した中でそういう交渉なり決断を

私は望むところでございます。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 今現在、羅臼町職員の給料、よく民間レベルより高い、また給与所得が高いと言うので

すけれども、では、民間レベルといういい時代には、給料はある程度のベースがありま

す。だけれども、よいときには１００万円、２００万円と天五知らずの手当があります。

民間レベルではそれは左右できます。ただ、何ぼ町の財政がいい、まちの経済がよくて

も、なかなか職員はそういう恩恵にはならないわけでございます。ですから、ここら辺の

あくまでも職員の給与は職員の生活給です。職員は支給される給与、将来的ないろいろな

生活設計と組み立てていっていると思います。いわゆる所得の下方修正が職員の生活を脅

かすことにもつながろうかなと思います。職員の給与は、生活給であるという観点から、
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これからそういう給与の、もしくはそういう削減等がありましたら、ぜひとも考慮、参考

材料として、私の今言ったことも生活給だというその認識を持った中でお願いしたい。 

 今後は、最悪の場合も想定して、また３月に独自削減やるのではないか、組合に通達し

ますよと町長の答弁にありました、同僚議員。私は３月の時点で、先を見通した中で予告

編みたいなことではなく、独自削減を組合側に提示をするようなことは何らかの事由で独

自削減を示さなければならないときが生じた場合に、やはりその前にきちんとした、前に

言いましたけれども、財政の根本的な見直しが必要だと私は思う。いわゆる交渉過程でも

私は元太平洋レミコンの執行委員長をやっていました、若いとき。交渉は何十件もやって

いました。そういう観点から、組合員の気持ちもわかります。ただ、労使交渉の中で使用

者が最後に言う言葉は、ギブアンドテイク、そっちもいいからおまえさんもって、そうい

う理論でなく、そこにはきっと議論をかみ合わせる議論もここでは必要ではないかなと思

います。ただ一方的に、役場職員ですから組合員も、やはり三役からがっ言うとやはり身

も引き締まるのです。ただし労使交渉は、本当の対等の立場で物を話さなければいけない

のが労使交渉です。そこら辺も町長にお願いしたいことは、団交に臨まれますときには職

員の気持ちも十分に察してあげて、このギブアンドテイクの理論は捨てていただきたく、

このようにひとつ提言させていただきます。 

 ちょっともう駆け足になって済みませんけれども、あと私もう一つ質問の中身の中で、

私は庁内で人件費も含めた中で、いろいろな大きな人件費ばかりじゃないですよ、庁内で

この財政全般のいわゆる財政健全化見直し委員会の設置等も私は要求したい。そうする

と、いろいろな面で、これは恒久的にやれというわけではない。４月でも７月でも何か分

岐点にこういうものがあると、大きなスパンで各課のことが掌握できるものが私はあった

ほうがいいのかなと、このように思います。回答お願いします。 

○議長（村山修一君） 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 給与に関しましては、先ほど申し上げました１０％を削減して

きたという中では、一方的には決してやっておりませんし、交渉事ではないと思っていま

す。と申しますのは、あくまでもこれは本来もらうべき職員の給料を、あえてまちの財政

事情等も含めながら、あるいは病院、診療所を建設したいという思いも含めながら職員の

皆さんにお願いをして理解をしてもらうようにやってきたと。職員にとっては決して本位

ではありませんでしたでしょうけれども、羅臼町における今の状況を理解していただいた

上で応じてもらったことでございますので、決してお互いに労使交渉ということではなく

て、これはあくまでもお願いしてそういう形になってきたということでございますので、

この件に関しましては本当に職員に感謝しているところでもあります。 

 ただ、今後におけることにつきましては、先ほど申し上げましたように、この削減を一

応この４月から元に戻したという結果として、先ほど申し上げましたように、ラスパイ指

数がどんどん高くなってきて、このまま放置すると国家公務員に近い、ほとんど同じ、あ

るいはそれを上回ってしまうようになりかねないという状況を踏まえたときに、やはり
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今、髙村議員が後段におっしゃったように、庁舎内全体で人件費も含めたそういう検証な

り検討すべきということについては、貴重な御意見として承っておきたいというふうに思

いますので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（村山修一君） 髙村君。 

○４番（髙村和史君） すぐ終わります。お許しください。 

 本当にいろいろと町長には、私も答弁はきちんと承りました。ただ、これから都度都度

あるときに、その答弁が空答弁だったら私はまた追求します。それは、職員の給与ばかり

ではないです。やはり羅臼町全体予算の中で、私は、今、物事をお話ししたいと思ってい

ますので、だけれども今回は町長ありがとうございます。大変誠意ある回答でございまし

た。 

 最後に、公務員はよく公僕と一般的に表されていますね。これは、公務員は特定の個人

のための利益のために働くのではなく、いわゆる赤ちゃんからお年寄りまで住民全体に対

する全体の奉仕者として働くべきだという意味が込められております。公務員が公平・公

正に働ける環境をつくる責任は、町長、さらには理事者、あなたなのです。また同時に、

職員は地方公務員法や労働関係法に基づき職員団体を結成しております。労使がお互いの

立場を尊重し、方向性が合わないときは徹底的に議論し話し合うことも、これも大切なこ

とです。安定的な労使環境を築くことも、これも大切なことです。私は冒頭、我が町の役

場職員は私たち住民にとって最大の人的財産であるということを視点に申し上げたつもり

でございます。たとえ財産といえ、ただ使い続けると減ります。必要な投資をして育てな

ければなりません。その財産も育てれば、私たち住民にも必ず還元されるときが来ます。

そのことを強く最後に訴え申して私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（村山修一君） これで、髙村和史君の質問は終わりました。 

 一般質問を終わります。 

 ここで、２時１５分まで休憩します。２時１５分再開します。 

午後 ２時０３分 休憩 

────────────── 

午後 ２時１５分 再開 

○議長（村山修一君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第４８号 羅臼町教育委員会の委員の任命につき同意を求め 

ることについて 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第６ 議案第４８号羅臼町教育委員会の委員の任命につき同

意を求めることについてを議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） ただいま上程されました議案第４８号について説明をさせてい

ただきますけれども、その前に、今定例会には全部で２４件の議案提出をしているところ

でございますけれども、そのうち４件につきましては報告事項でございまして、専決が２

件、決算関連が２件、議案については１２件ございまして、補正予算が４件、各会計の補

正予算、条例制定が３件、工事契約の変更が１件、公有水面埋立が１件、指定管理者指定

が１件、人事同意案が２件でございます。諮問につきましては２件、人権擁護委員の推薦

についてであります。認定が６件、平成２３年度各会計の決算についてでございますが、

以上２４件でございますけれども、教育委員の人事案件と人権擁護委員の推薦諮問につき

ましては私のほうから説明申し上げ、他の２０件につきましては、副町長以下担当職員を

して説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議案第４８号でございます。６９ページであります。 

 議案第４８号羅臼町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 羅臼町教育委員会の委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に化

人する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 住所につきましては、北海道目梨郡羅臼町峯浜町１７２番地２でございます。 

 氏名につきましては、石川勝氏。 

 生年月日は昭和２１年１月１５日。 

 任期につきましては、平成２４年１０月１日から平成２８年９月３０日まででございま

す。 

 石川氏につきましては、現在、峯浜水産有限会社の代表取締役でありますが、羅臼漁業

協同組合監事の要職にあり、昭和５８年、１９８３年６月から２９年の長きにわたり羅臼

町教育委員として、また平成１８年１０月からは教育委員長として御活躍をいただいてお

り、その功績とともに識見高く教育行政に精通しておりますので、引き続き教育委員の重

責を担っていただきたく、議員皆様の満堂の御同意を賜りたくお願い申し上げる次第でご

ざいます。 

 以上であります。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで、質疑を終わります。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第６ 議案第４８号羅臼町教育委員会の委員の任命につき同意を求め
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ることについては、同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第４９号 羅臼町教育委員会の委員の任命につき同意を求め 

ることについて 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第７ 議案第４９号羅臼町教育委員会の委員の任命につき同

意を求めることについてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 議案第４９号、７０ページでございます。 

 羅臼町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて。 

 羅臼町教育委員会の委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 住所につきましては、北海道目梨郡羅臼町共栄町４２０番地。 

 氏名につきましては、池田榮壽氏でございます。 

 生年月日、昭和２４年４月２７日。 

 任期につきましては、平成２４年１０月１日から平成２８年９月３０日まででございま

す。 

 池田氏につきましては、昭和４９年、１９７４年羅臼町役場に奉職以来、昭和６３年管

理職となり以来、行政各分野の要職を歴任し、平成１９年１月教育委員教育長に就任し、

今日まで御活躍をいただいており、人権、識見ともに教育委員として適任でありますの

で、引き続き重責を担っていただきたく、議員皆様の満堂の御同意を賜りたくお願い申し

上げる次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第７ 議案第４９号羅臼町教育委員会の委員の任命につき同意を求め

ることについては、同意することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

午後 ２時２１分 休憩 

────────────── 
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午後 ２時２２分 再開 

○議長（村山修一君） 再開します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ 

て 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第８ 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 諮問第１号、７１ページでございます。 

 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 

 住所は、北海道目梨郡羅臼町栄町１２７番地。 

 氏名につきましては、山中伸行氏でございます。 

 生年月日、昭和３０年１月６日。 

 任期は、平成２５年１月１日から平成２７年１２月３１日まで。 

 山中氏は、羅臼神社の宮司の職にありまして、平成２２年１月から人権擁護委員として

御活躍、御尽力をいただいており、人権、人格、識見ともに人権擁護委員として最適任で

ありますので、推薦いたしたく諮問申し上げますので、御賛同賜りたくよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（村山修一君） お諮りします。 

 本件は、お手元に配付しました意見のとおり答申したいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第８ 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

ては、適任として答申することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ 

て 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第９ 諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 



― 43 ― 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 諮問第２号、７２ページでございます。 

 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 

 住所につきましては、北海道目梨郡羅臼町知昭町３９番地１９。 

 氏名につきましては、田中進氏でございます。 

 生年月日は、昭和２７年２月２７日。 

 任期は、平成２５年１月１日から平成２７年１２月３１日まででございます。 

 田中氏は、平成２２年１月から人権擁護委員として御活躍、御尽力をいただいており、

人格、識見ともに人権擁護委員として最適任でありますので、推薦いたしたく御諮問申し

上げますので、御賛同賜りたくよろしくお願い申し上げます。 

○議長（村山修一君） お諮りします。 

 本件は、お手元に配付しました意見のとおり答申したいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第９ 諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

ては、適任として答申することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 報告第８号 専決処分した事件の承認について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１０ 報告第８号専決処分した事件の承認についてを議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（鈴木日出男君） 議案の１ページをお願いいたします。 

 報告第３号専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので報告し、承

認を求めるものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 専決処分書。 

 平成２４年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 専決年月日につきましては、平成２４年８月１３日でございます。 

 平成２４年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 
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 平成２４年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３５億２,０７４万５,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

 歳入でございます。１９款諸収入４３万５,０００円を追加し、２,７０３万１,０００

円、４項雑入４３万５,０００円を追加し、２,５５２万８,０００円、歳入合計４３万５,

０００円を追加し、３５億２,０７４万５,０００円。 

 歳出でございます。３款民生費４３万５,０００円を追加し、４億７,１１７万円、１項

社会福祉費４３万５,０００円を追加し、３億７,３０５万８,０００円、歳出合計４３万

５,０００円を追加し、３５億２,０７４万５,０００円となるものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 事項別明細書、歳入の説明でございます。 

 １９款諸収入４項１目雑入４３万５,０００円の追加でございます。町有物件災害共済

金の４３万５,０００円を受ける補正となってございます。 

 ８ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 ３款民生費１項社会福祉費２目社会福祉施設費４３万５,０００円の追加でございま

す。このことにつきましては、子ども発達支援センター職員が公務中に運転操作ミスによ

り八木浜町福祉館玄関を破損いたしたものでございまして、事業の支障に来すことから早

急に修繕が必要となり、専決処分をさせていただきました。二度とこうした事故の起きな

いよう、全職員に対し注意喚起を促してまいります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、報告第８号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 報告第８号専決処分した事件は、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１０ 報告第８号専決処分した事件の承認については、承認するこ

とに決定しました。 

──────────────────────────────────── 
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◎日程第１１ 報告第９号 専決処分した事件の承認について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１１ 報告第９号専決処分した事件の承認についてを議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（鈴木日出男君） 議案の１０ページをお願いいたします。 

 報告第９号専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、報告し、

承認を求める。 

 １１ページをお願いいたします。 

 専決処分書。 

 平成２４年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 専決年月日は、平成２４年８月２０日でございます。 

 平成２４年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 平成２４年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３５億２,０７９万円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

 歳入。 

 １４款道支出金８万４,０００円を追加し、１億４,３０７万２,０００円、１項道負担

金８万４,０００円を追加し、７,２５３万５,０００円、１８款１項繰越金３万９,０００

円を減額し、３７３万９,０００円、歳入合計４万５,０００円を追加し、３５億２,０７

９万円。 

 歳出でございます。 

 ３款民生費４万５,０００円を追加し、４億７,１２１万５,０００円、１項社会福祉費

４万５,０００円を追加し、３億７,３１０万３,０００円、歳出合計４万５,０００円を追

加し、３５億２,０７９万円。 

 １５ページをお願いいたします。 

 事項別明細書、歳入の説明をいたします。 

 １４款道支出金１項道負担金１目民生費道負担金８万４,０００円の追加でございま

す。行旅死亡人取扱費の道負担金でございます。 
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 １８款１項１目繰越金３万９,０００円の減額でございます。補正の調整を前年度繰越

金に求めたものでございます。 

 １７ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ３款民生費１項社会福祉費８目行旅死亡人取扱費８万４,０００円の追加でございま

す。羅臼町内で６月３０日、８月１４日に２件の身元不明遺体が発見され、その対応経費

について専決処分をさせていただきました。遺体につきましては火葬に伏し、町内のお寺

に保管、安置をお願いしたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、報告第９号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 報告第９号専決処分した事件は、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１１ 報告第９号専決処分した事件の承認ついては、承認すること

に決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第３８号 平成２４年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１２ 議案第３８号平成２４年度目梨郡羅臼町一般会計補

正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（鈴木日出男君） 議案の２３ページをお願いいたします。 

 議案第３８号平成２４年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 平成２４年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,５１１万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３５億４,５９０万円とする。 

 ２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条は、地方債の補正でございます。 

 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 
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 ２４ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入でございます。 

 １４款道支出金３７７万４,０００円を追加し、１億４,６８４万６,０００円。２項道

補助金３５０万円を追加し、６,１８９万円、３項道委託金２７万４,０００円を追加し、

１,２４２万１,０００円。 

 １６款１項寄附金１２１万９,０００円を追加し、１,３３３万１,０００円。 

 １８款１項繰越金６９１万６,０００円を追加し、１,０６５万５,０００円。 

 ２０款１項町債１,３２０万１,０００円を追加し、２億２６０万２,０００円。 

 歳入合計２,５１１万円を追加し、３５億４,５９０万円。 

 歳出でございます。 

 ２款総務費２２５万１,０００円を追加し、５億５,２５０万４,０００円。１項総務管

理費１２１万８,０００円を追加し、５億１,１７０万９,０００円、２項徴税費７５万９,

０００円を追加し、７０９万８,０００円、５項統計調査費２７万４,０００円を追加し、

６２万５,０００円。 

 ３款民生費２８万６,０００円を追加し、４億７,１５０万１,０００円、１項社会福祉

費２８万６,０００円を追加し、３億７,３３８万９,０００円、４項衛生費１,７１８万

６,０００円を追加し、６億９,０４０万８,０００円、１項保健衛生費１５６万２,０００

円を追加し、３億２,３４９万７,０００円、３項清掃費１,５６２万４,０００円を追加

し、３億５,７５５万円。 

 ５款農林水産業費３５０万４,０００円を追加し、５,２９９万円、３項水産業費３５０

万４,０００円を追加し、３,８６８万円。 

 ８款教育費１８８万３,０００円を追加し、２億７,６９９万９,０００円、５項社会教

育費９７９万７,０００円を追加し、３,６８６万２,０００円、６項保健体育費７９１万

４,０００円を減額し、１億７４５万５,０００円。 

 歳出合計２,５１１万円を追加し、３５億４,５９０万円。 

 ２６ページでございます。 

 第２表、地方債補正でございます。変更でございます。 

 起債の目的、臨時財政対策債、限度額１億６,１００万１,０００円を１億７,４２０万

２,０００円に変更するものでございます。本年度の交付額が決定したための変更であり

ます。なお、起債の方法、利率、償還の方法については変更ございません。 

 ２７ページをお願いいたします。事項別明細書の説明をいたします。 

 歳入でございます。 

 １４款道支出金２項道補助金４目農林水産業費道補助金３００万円の追加でございま

す。地域づくり総合交付金の道の交付金でございまして、水産振興の潜水業務に係る空気

充てんエアコンプレッサーの購入代として交付を受けるものでございます。 
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 ６目教育費道補助金５０万円の追加でございます。同じく地域づくりの総合交付金で、

今年度ふるさと尐年探険隊３０年を迎えた事業実施に伴う交付でございます。 

 ３項道委託金１目総務費道委託金２７万４,０００円の追加につきましては、それぞれ

就業構造基本調査、経済センサス活動調査の委託金でございます。 

 １６款１項寄附金１目総務費寄附金９６万７,０００円の追加でございます。知床、羅

臼まちづくり基金に善意の寄附をいただいたものでございます。自然保護保全に８８万

７,０００円、医療保健福祉に３万円、中学校改築に５万円の寄附でございます。 

 ３目農林水産業費寄附金２５万２,０００円の追加でございます。水産の関係でござい

まして、深層水施設修繕に伴う組合の負担分を寄附として受けるものでございます。 

 １８款１項１目繰越金６９１万６,０００円の追加でございます。補正の財源調整のた

めに繰越金に求めているものでございます。 

 ２０款１項町債５目臨時財政対策債１,３２０万１,０００円の追加につきましては、交

付決定に伴うものでございます。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費９６万７,０００円の追加につきましては、

ただいま歳入で申し上げましたとおり、知床まちづくり基金にそれぞれ善意の寄附をいた

だいたものでございまして、自然保護に団体１件、個人２件、医療保健福祉に個人２件、

中学校の改築に団体１件ということで９６万８,０００円を積み立てするものでございま

す。７目自治振興費２５万円の追加でございます。幌萌地区における簡易水道の施設の補

修に対して幌萌地区に補助するものでございます。 

 ２項徴税費２目賦課徴収費７５万９,０００円の追加でございます。これにつきまして

は、電子申告の受け付けサービス等に係る導入費用、あるいは運用費用の追加でございま

す。５項統計調査費１目統計調査総務費２７万４,０００円の追加でございます。歳入で

申し上げましたとおり、就業構造基本調査、経済センサス活動調査に伴うそれぞれの活動

調査費を追加するものでございます。 

 ３款民生費１項社会福祉費３目老人福祉費１１万８,０００円の追加でございます。２

３年度の事業確定に伴う国庫の返還分でございます。７目特別会計繰出金１６万８,００

０円の追加でございます。介護給付費の増に伴う特別会計に繰り出すものでございます。 

 ３１ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費１項保健衛生費３目環境衛生費２６万円の追加でございます。墓地の建立予

定がないため、１件の返還申し入れがございました。それに伴う経費でございます。４目

特別会計繰出金１３０万２,０００円の追加でございます。診療所会計に繰り出すもので

ございまして、診療所の完成祝賀会に伴う経費の繰り出しでございます。３項清掃費１目

清掃総務費１,５６２万４,０００円の追加でございます。ケンネベツ地区における廃棄物

の回収、運搬にかかる経費でございます。 
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 ５款農林水産業費３項水産業費２目水産業振興費３００万円の追加でございます。漁業

協同組合から潜水部会で現在利用しているエア・コンプレッサー、この老朽化に伴う補助

の申請がございましたので３００万円の追加をするものでございます。 

 ３目漁港管理費５０万４,０００円の追加でございます。深層水施設の送水制御部分が

故障したための部品交換でございます。 

 ８款教育費５項社会教育費１目社会教育総務費４目の文化財保護調査費９７９万７,０

００円の追加でございます。これにつきましては、郷土資料館の、現在、体育館の部分を

収蔵庫として使ってございますが、これの老朽化が著しいため屋根の補修を行うものでご

ざいます。 

 ６項保健体育費６目給食センターの管理費で７９１万４,０００円の減額でございま

す。直営に伴う縮減が図られたため、今般それぞれ委託料の経費を削減するものでござい

ます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第３８号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第３８号一般会計補正予算は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１２ 議案第３８号平成２４年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算

は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第３９号 平成２４年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業 

特別会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１３ 議案第３９号平成２４年度目梨郡羅臼町国民健康保

険事業特別会計補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（渡辺憲爾君） ３５ページです。 

 議案第３９号平成２４年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算です。 

 平成２４年度目梨郡羅臼町の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところ

による。 
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 第１条、歳入歳出予算の補正。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,６５５万７,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１２億９５６万１,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものであります。 

 ３６ページです。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入です。 

 ３款国庫支出金３２０万３,０００円を追加し、２億８,８２１万７,０００円。１項国

庫負担金３０９万８,０００円を追加し、２億８,２７１万５,０００円。２項国庫補助金

１０万５,０００円を追加し、５５０万２,０００円。 

 ６款道支出金３０９万８,０００円を追加し、９,９９９万２,０００円。１項道負担金

３０９万８,０００円を追加し、１,２４４万７,０００円。 

 ７款１項共同事業交付金７１５万５,０００円を追加し、１億１,１９４万７,０００

円。 

 １０款１項繰越金５,３１０万１,０００円を追加し、５,３１０万２,０００円。 

 歳入合計６,６５５万７,０００円を追加し、１２億９５６万１,０００円。 

 歳出です。 

 １款総務費５,２７９万４,０００円を追加し、６,２１７万６,０００円。１項総務管理

費５,２７９万４,０００円を追加し、５,７７５万３,０００円。 

 ５款１項共同事業拠出金１,３７６万３,０００円を追加し、１億７,３４５万９,０００

円。 

 歳出合計６,６５５万７,０００円を追加し、１２億９５６万１,０００円。 

 ３８ページ、事項別明細書であります。 

 歳入であります。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金２目高額医療費共同事業負担金で３０９万８,０００円

の追加であります。歳出の共同事業拠出金の負担に伴い、ルール分として交付されるもの

であります。２項国庫補助金２目特別調整交付金１０万５,０００円の追加であります。

歳出のシステム改修費用について全額が交付されるものでございます。 

 ６款道支出金１項道負担金１目高額医療費共同事業負担金３０９万８,０００円の追

加。 

 ７款１項１目共同事業交付金６１９万５,０００円の追加。２目保険財政共同安定化事

業交付金９６万円の追加。いずれも歳出の共同事業拠出金の負担に伴い、ルール分として

交付されるものであります。 

 １０款１項１目繰越金５,３１０万１,０００円でございます。前年度繰越金でございま

す。 
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 ４０ページです。 

 歳出です。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費で、５,２７９万４,０００円の追加でありま

す。その他国保一般事務に要する経費で、１９節の負担金補助交付金で、扶養控除の廃止

に伴う所属調整控除システムの改修費用について、北海道自治体情報システム協議会に負

担をするものであります。 

 ２５節積立金につきましては、前年度の繰越金と共同事業拠出に伴う歳出のルール分の

合計から各拠出金に充当し、余剰となった分について国保財政調整基金に積み立てをする

ものであります。なお、現在の基金残高１,１０６万７,０００円に５,２６８万９,０００

円を追加した基金の額は、６,３７５万６,０００円となるものであります。 

 ５款１項共同事業拠出金１目高額医療費共同事業拠出金１,２３９万１,０００円の追

加。２目保険財政共同安定化事業拠出金１３７万２,０００円の追加であります。いずれ

も北海道国保連合会へ拠出するものでございます。これらの事業につきましては、今年度

の当初予算確定後、両事業の実施要項の一部改正があり、拠出金算出のための基礎措置が

変わりました。これにより、再算定の結果、医療費按分拠出金が変更となり拠出金額が増

額となったものでございます。 

 なお、今回の補正予算につきましては、去る９月５日に開催されました第４回国保運営

協議会に諮問し、原案のとおり答申をいただいておりますことを申し添えます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第３９号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第３９号国保会計補正予算は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１３ 議案第３９号平成２４年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特

別会計補正予算は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第４０号 平成２４年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別 

会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１４ 議案第４０号平成２４年度目梨郡羅臼町介護保険事

業特別会計補正予算を議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 地域包括支援センター課長。 

○地域包括支援センター課長（斉藤健治君） 議案の４２ページをお願いいたします。 

 議案第４０号平成２４年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正予算。 

 平成２４年度目梨郡羅臼町の介護保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正です。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,１０６万６,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ４億２,５５６万９,０００円とする。 

 ２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 ４３ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入です。 

 １款１項介護保険料２６万３,０００円を追加し、６,８３６万４,０００円。 

 ３款国庫支出金１７１万９,０００円を追加し、１億１３１万５,０００円。１項国庫負

担金１６２万８,０００円を追加し、７,３２０万８,０００円。２項国庫補助金９万１,０

００円を追加し、２,８１０万７,０００円。 

 ４款１項支払基金交付金７２万円を追加し、１億１,１９７万６,０００円。 

 ５款道支出金２１５万４,０００円を追加し、５,８０２万２,０００円。１項道負担金

２１５万４,０００円を追加し、５,４０７万２,０００円。 

 ７款繰入金１６万８,０００円を追加し、６,９０４万２,０００円。１項他会計繰入金

１６万８,０００円を追加し、６,２３４万２,０００円。 

 ８款１項繰越金１,６０３万３,０００円を追加し、１,６０３万４,０００円。 

 歳入歳出合計２,１０６万６,０００円を追加し、４億２,５５６万９,０００円。 

 続きまして、歳出です。 

 １款総務費１,８１７万４,０００円を追加し、２,４２６万３,０００円。１項総務管理

費１,８１７万４,０００円を追加し、２,１９２万２,０００円。 

 ２款保険給付費１３５万円を追加し、３億８,１３７万８,０００円。１項介護サービス

等諸費１３５万円を追加し、３億５,６９７万円。 

 ５款諸支出金１項償還金及び還付加算金１５４万２,０００円を追加し、１６５万２,０

００円。 

 歳出合計２,１０６万６,０００円を追加し、２億２,５５６万９,０００円。 

 続きまして、４５ページをお願いいたします。 

 事項別明細書、歳入です。 

 １款１項介護保険料１目第１号被保険者介護保険料２６万３,０００円の追加につきま
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しては、介護保険サービス給付費の増加に伴うルール分でございます。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金１６２万８,０００円の追加で

す。内容といたしまして、介護給付費の増加に伴い、介護給付費負担金の現年度分として

２７万円と介護給付費負担金前年度精算分として１３５万８,０００円の増額補正でござ

います。 

 ２項国庫補助金１目調整交付金９万１,０００円の追加につきましては、介護サービス

給付費の増加分に対する調整交付金の現年度分でございます。 

 ４款１項支払基金交付金１目介護給付費交付金３９万円の追加につきましては、介護

サービス給付費の増加分に対する現年度分でございます。 

 ２目地域支援事業支援交付金３３万９,０００円の追加につきましては、前年度精算分

でございます。 

 ５款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金２１５万４,０００円の追加につきま

しては、介護サービス給付費の増加分に対する現年度分の道負担金１６万８,０００円と

前年度精算分１９８万６,０００円の増額補正でございます。 

 ７款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１６万８,０００円の追加につきまし

ては、介護サービス給付費の追加分に伴う増額補正でございます。 

 ８款１項１目繰越金１,６０３万３,０００円の追加につきましては、前年度繰越金の全

額を介護給付費準備基金に積み立てするための増額補正でございます。 

 続きまして、歳出を御説明いたしますので、４７ページをお願いいたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費で１,８１７万４,０００円の追加です。内容

につきましては、先ほど歳入で御説明いたしました前年度繰越金１,６０３万３,０００円

に、介護給付費等の額の確定に伴う剰余金を合わせて介護給付費準備基金積立金に積み立

てするものでございます。 

 ２款保険給付費１項介護サービス等諸費２目介護療養費で１３５万円の追加です。内容

といたしましては２点ございまして、１点目は、居宅介護福祉用具購入費の増により４３

万円の増額補正です。主な購入用具は、ポータブルトイレでございます。２点目は、居宅

介護住宅改修費がふえたことにより９２万円の増額補正です。住宅改修費の主なものは、

トイレや廊下などに手すりの取りつけ工事費でございます。 

 ５款諸支出金１項償還金及び還付加算金２目償還金１５４万２,０００円の追加につき

ましては、平成２３年度分介護給付費等交付金の額の確定に伴い、国庫、道及び支払基金

へ交付額の超過した分を返還するものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４０号を採決します。 
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 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４０号介護保険会計補正予算は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１４ 議案第４０号平成２４年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会

計補正予算は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議案第４１号 平成２４年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療 

所事業特別会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１５ 議案第４１号平成２４年度目梨郡羅臼町国民健康保

険診療所事業特別会計補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所連携室課長。 

○診療所連携室課長（対馬憲仁君） ４９ページをお願いいたします。 

 議案第４１号平成２４年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算。 

 平成２４年度目梨郡羅臼町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算は、次に定める

ところによるものでございます。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３０万２,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ５億３,２９９万５,０００円とするものでございます。 

 ２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 ５０ページです。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金１３０万２,０００円を追加し、２億７１万６,０００円、

歳入合計１３０万２,０００円を追加し、５億３,２９９万５,０００円。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １款総務費１項総務管理費１３０万２,０００円を追加し、４億３,８９５万４,０００

円。 

 歳出合計１３０万２,０００円を追加し、５億３,２９９万５,０００円。 

 続きまして、事項別明細書により説明をさせていただきます。 

 ５２ページです。歳入です。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金に１３０万２,０００円追加するもの
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でございます。内容につきましては、歳出の補正財源を一般会計繰入金に求めるものでご

ざいます。 

 続きまして、歳出です。 

 ５４ページをお願いいたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費に１３０万２,０００円追加するものでござ

います。内容につきましては、現在工事を進めております診療所改築工事が１０月末に全

工事竣工する予定であることから、竣工祝賀会を開催するために必要な経費を追加するも

のでございます。竣工祝賀会につきましては、知床らうす国民健康保険診療所竣工祝賀会

といたしまして、来る１１月１８日、日曜日の午前１１時から公民館を会場に指定管理者

である社会医療法人孝仁会との共催で開催する予定をしているものでございます。 

 経費の内訳につきましては、アトラクション出演団体謝礼として報償費１万円、出席者

の記念品代などとして消耗品費２７万６,０００円、しおりや案内状の印刷代として印刷

製本費１７万円、案内状などの郵便代として通信運搬費２万６,０００円、祝賀会サービ

ス料として手数料８０万円、感謝状の筆耕料として筆耕翻訳料２万円となるものでござい

ます。なお、この補正予算につきましては、９月５日開催の第４回国保運営協議会に諮問

し、原案のとおり答申をいただいているものでございますことを御報告させていただきま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４１号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４１号診療所会計補正予算は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１５ 議案第４１号平成２４年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所

事業特別会計補正予算は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議案第４２号 羅臼町暴力団排除条例の制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１６ 議案第４２号羅臼町暴力団排除条例の制定について

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 環境生活課長。 
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○環境生活課長（五十嵐勝彦君） 議案５６ページをお開き願います。 

 議案第４２号羅臼町暴力団排除条例の制定について。 

 羅臼町暴力団排除条例を別紙のとおり制定するものであります。 

 ５７ページをお願いいたします。 

 羅臼町暴力団排除条例。 

 ここで、暴力団排除条例制定の理由について御説明いたします。 

 全国的に暴力団排除の動きが高まっており、平成２３年１０月にはすべての都道府県が

暴力団排除条例を制定しております。北海道におきましても、平成２３年４月１日付で北

海道暴力団の排除推進に関する条例を施行しております。本町においても、町民が安全で

安心な生活を送れるよう、また公共事業等から暴力団排除を目的とし、暴力団排除条例を

制定するものでございます。 

 なお、条文の説明につきましては、参考資料１ページ、資料１、羅臼町暴力団排除条例

の概要で御説明いたしますので、参考資料をお開き願います。 

 この概要版では、各条項のポイントを内容欄に記載しております。 

 第１条は、目的でございます。暴力団排除に関する施策の基本となる事項等を定め、

町、町民、事業者が一体となって暴力団排除を推進し、地域経済の健全な発展と町民の安

全で平穏な生活を確保することを目的としております。 

 第２条は、定義でございまして、条例文中で使用する用語の定義を定めております。 

 第３条は、基本理念でございます。暴力団排除に当たって、暴力団を恐れない、資金提

供しない、利用しないことを基本とし、地域が一体となって推進することを定めておりま

す。 

 第４条は、町の責務でございます。町は、暴力団排除に関する施策を実施し、北海道、

北海道警察、北海道暴力追放運動推進センターと連携し、暴力団排除のために情報提供や

支援等についての町の責務を定めております。 

 第５条は、町民及び事業者の責務でございます。町民及び事業者は、町が実施する暴力

団排除に関する施策に協力し、暴力団排除に資する情報の提供並びに事業者は事業を行う

に当たり、暴力団との関係や暴力団を利用しないことを定めております。 

 第６条は、町の事務事業における措置でございます。町の行う入札には、暴力団関係者

を参加させない、事務事業の契約者に対しても暴力団排除の措置を求め、事業者に暴力団

からの不当介入があった場合等に、町及び警察への通報を義務づけ、義務違反者には入札

に参加させない等の措置を定めております。 

 第７条は、公の施設の利用の不許可等でございます。暴力団関係者への公共施設の利

用、使用の禁止及び知らずに許可した場合の施設等の使用許可の取り消しを定めておりま

す。 

 第８条は、町民等に対する支援でございます。町は、町民、事業者の暴力団排除に関す

る取り組みへの支援とその取り組みの安全確保のため、警察と連携することを定めており
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ます。 

 第９条は、青尐年に対する教育等のための措置でございます。町は、学校教育等におい

て、生徒らが暴力団に関わらない、被害を受けないよう指導・助言及び情報提供等の支援

をすることを定めております。 

 第１０条は、広報及び啓発でございます。町は、暴力団排除の理解を深めるため、広報

等の啓発を実施することを定めております。 

 第１１条は、暴力団の威力を利用することの禁止でございます。町民は、問題解決等に

暴力団の威力を使用してはならないことを定めております。 

 第１２条は、利益供与の禁止でございます。町民は、暴力団の威力を利用する目的や暴

力団の活動支援のために、暴力団関係者に対し利益供与をしてはならないことを定めてお

ります。 

 第１３条は、委任でございます。条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるこ

とを規定しております。 

 附則として、施行期日でございます。この条例は、公布の日から施行する。なお、平成

２４年１０月３０日付で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正が

予定されておりますので、附則の２項を設けております。 

 附則第２項、この条例の施行日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一

部を改正する法律の施行日前である場合には、同法の施行日前日までの間における第４条

第２項の適用については、同項中「第３２条の３」とあるのは、「第３２条の２」とす

る。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４２号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４２号暴力団排除条例は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１６ 議案第４２号羅臼町暴力団排除条例の制定については、原案

のとおり可決されました。 

 ここで、午後３時２５分まで休憩します。午後３時２５分再開します。 

午後 ３時１０分 休憩 

────────────── 

午後 ３時２５分 再開 
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○議長（村山修一君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 議案第４３号 羅臼町防災会議条例の一部を改正する条例制 

定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１７ 議案第４３号羅臼町防災会議条例の一部を改正する

条例制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（川端達也君） 議案の６１ページをお願いいたします。 

 議案第４３号羅臼町防災会議条例の一部を改正する条例制定について。 

 羅臼町防災会議条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 ６２ページをお願いいたします。 

 羅臼町防災会議条例の一部を改正する条例。 

 羅臼町防災会議条例の一部を次のように改正する。 

 今回の改正につきましては、災害対策基本法の改正に伴う条例の改正でありまして、災

害対策基本法の改正内容につきましては、大規模な災害に対する即応力の強化及び被災者

対応の改善、防災教育の強化や多様な主体の参画による地域の防災力の向上が主なもので

ございます。これにより条例を改正するものでありますが、改正条文につきましては新旧

対照表により御説明させていただきますので、参考資料の２ページをごらん願います。 

 第２条につきましては、これまで防災に関する重要事項の審議についての規定がござい

ませんでしたが、防災に関する諮問機関として機能を強化する観点から「第２号」を改

め、「第３号」を追加し、それに伴う条例文を整理するものでございます。 

 第３条第５項につきましては、防災会議の組織で多様な主体の意見が反映されるよう、

第９号及び第１０号の委員を追加し、第６項の委員総数を改めるものでございます。 

 附則といたしまして、施行期日、この条例は、公布の日から施行する。 

 新委員の任期に関する経過措置。 

 この条例の施行の日以降、新たに任命することとなる改正後の羅臼町防災会議条例第３

条第５項第９号及び第１０号並びに同項第１号から第８号までの委員で新たに任命された

委員の任期は、同条第７項の規定にかかわらず、現在任命されている同条第５項第１号か

ら第８号までの委員の任期と同一とする。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 
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 これから、議案第４３号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４３号防災会議条例の一部改正は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１７ 議案第４３号羅臼町防災会議条例の一部を改正する条例制定

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１８ 議案第４４号 羅臼町災害対策本部条例の一部を改正する条 

例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１８ 議案第４４号羅臼町災害対策本部条例の一部を改正

する条例制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（川端達也君） 議案の６３ページをお願いいたします。 

 議案第４４号羅臼町災害対策本部条例の一部を改正する条例制定について。 

 羅臼町災害対策本部条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 ６４ページをお願いいたします。 

 羅臼町災害対策本部条例の一部を改正する条例。 

 羅臼町災害対策本部条例の一部を次のように改正する。 

 今回の改正につきましては、災害対策基本法の改正に伴う条例の改正でありまして、市

町村災害対策本部については改正前の災害対策基本法では、都道府県災害対策本部と同一

の規定で定められていたものを見直し、市町村対策本部について新たに法第２３条の２と

して別個に規定されたことに伴い、第１条中「第２３条第６項」を「第２３条の２第８

項」に改めるものでございます。 

 附則としまして、この条例は公布の日から施行する。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４４号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４４号災害対策本部条例の一部改正は、原案のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１８ 議案第４４号羅臼町災害対策本部条例の一部を改正する条例

制定については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１９ 議案第４５号 工事請負契約の一部変更について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１９ 議案第４５号工事請負契約の一部変更についてを議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長補佐。 

○建設水道課長補佐（北澤正志君） 議案の６５ページをお願いいたします。 

 議案第４５号工事請負契約の一部変更について。 

 羅臼町国民健康保険診療所建設工事契約の一部を次のように変更したいので、議会の議

決を求めるものでございます。 

 今回の変更につきましては、透析設備の工事に関して設計の一部を変更して実施する必

要があることに加えて、診療所内の使用などについての設計変更内容が精査され、額が確

定したことによる変更でございます。したがいまして、その差額分は今年度予算に計上さ

れておりますが、結果的に昨年６月に議決いただいた当初の工事請負契約の金額が今回変

更となるものでございます。 

 議決年月日及び番号、平成２３年６月２９日、議案第２８号。 

 内容の事項名、契約の金額。 

 変更前の金額、５億１,０３０万円、変更後の金額、５億３,１３８万４,０００円。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４５号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４５号工事請負契約の変更については、原案のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１９ 議案第４５号工事請負契約の一部変更については、原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────── 
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◎日程第２０ 議案第４６号 公有水面の埋立てについて 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第２０ 議案第４６号公有水面の埋立てについてを議題とし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 水産商工観光課長。 

○水産商工観光課長（石田順一君） 議案の６６ページをお願いいたします。 

 議案第４６号公有水面の埋立てについて。 

 公有水面の埋立てについて、別紙のとおり北海道知事より照会があったので、公有水面

埋立法第３条第４項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 ６７ページをお願いいたします。別紙でございます。 

 公有水面埋立ての承認の出願について。 

 平成２４年８月１日付けで農林水産省より出願のあったこのことについて、公有水面埋

立法第３条第１項の規定により、貴職の意見を求めます。 

 記。 

 １、埋立の位置及び面積。 

 目梨郡羅臼町共栄町４４２番地先の公有水面１万１,１５６平方メートル。 

 ２、埋立の用途。 

 漁港施設用地。 

 場所等につきましては参考資料で御説明いたしますので、参考資料５ページ、資料４を

お願いいたします。 

 まず、場所につきましては、羅臼漁港中央埠頭の先端でございまして、現在防波堤に

なっている箇所を耐震岸壁に整備するために埋め立てを行うものでございます。工事につ

きましては、今年度より実施されるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４６号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４６号公有水面の埋立てについては、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程２０ 議案第４６号公有水面の埋立てについては、原案のとおり可決

されました。 
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──────────────────────────────────── 

◎日程第２１ 議案第４７号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第２１ 議案第４７号公の施設に係る指定管理者の指定につ

いてを議題とします。なお、本案については、田中良君に直接の利害関係のある事件であ

りますので、地方自治法第１１７条の規定によって、田中良君の退室を求めます。 

（田中良議員 退室） 

○議長（村山修一君） 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（川端達也君） 議案の６８ページをお願いいたします。 

 議案第４７号公の施設の係る指定管理者の指定について。 

 公の施設の係る指定管理者を次のとおり指定したいので、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 １、指定管理者の管理を行わせる公の施設の名称及び所在地。 

 （１）名称、羅臼町老人福祉センター。 

 （２）所在地、目梨郡羅臼町湯の沢町１４番地３。 

 ２、指定管理者。 

 （１）名称、特定非営利活動法人ゆとりステーション。 

 （２）代表者、理事田中良氏。 

 （３）所在地、目梨郡羅臼町春日町４６番地３。 

 ３、指定期間。 

 平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まででございます。 

 本件の羅臼町老人福祉センターに係る指定管理者の指定につきましては、現在の指定管

理者であります社会福祉法人羅臼町社会福祉協議会の運営が平成２５年３月３１日をもっ

て終了するため、事業者の公募をした後、先般の羅臼町指定管理者選定委員会において特

定非営利活動法人ゆとりステーションが適当であると答申をいただいておりますことを御

報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４７号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４７号指定管理者の指定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第２１ 議案第４７号公の施設に係る指定管理者の指定については、

原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

午後 ３時３９分 休憩 

────────────── 

午後 ３時４０分 再開 

○議長（村山修一君） 再開します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２２ 認定第 １号 平成２３年度目梨郡羅臼町一般会計歳入歳出 

決算認定について 

◎日程第２３ 認定第 ２号 平成２３年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業 

特別会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第２４ 認定第 ３号 平成２３年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別 

会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第２５ 認定第 ４号 平成２３年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事 

業特別会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第２６ 認定第 ５号 平成２３年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療 

所事業特別会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第２７ 認定第 ６号 平成２３年度目梨郡羅臼町水道事業会計歳入 

歳出決算算認定について 

◎日程第２８ 報告第１０号 平成２３年度決算に基づく健全化判断比率の 

報告について 

◎日程第２９ 報告第１１号 平成２３年度決算に基づく資金不足比率の報 

告について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第２２ 認定第１号平成２３年度目梨郡羅臼町一般会計歳入

歳出決算認定から日程第２７ 認定第６号平成２３年度目梨郡羅臼町水道事業会計歳入歳

出決算認定及び日程第２８ 報告第１０号平成２３年度決算に基づく健全化判断比率の報

告、日程第２９ 報告第１１号平成２３年度決算に基づく資金不足比率の報告についての

８件を一括議題とします。 

 この説明に当たっては、議員各位から了承いただいておりますので、総括表で簡単明瞭

に説明を願います。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（鈴木日出男君） ただいま一括上程されました８件のうち、議案７３ページの
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認定第１号から議案第７８ページの認定第６号の各会計決算認定につきましては、監査委

員の意見書を付し、認定に付するわけでございますけれども、ただいま議長より簡潔に説

明するようお話をいただきましたので、参考資料の総括表にて説明をさせていただきたい

と思います。 

 なお、説明の数値につきましては、収入済額、不納欠損額、収入未済額、支出済額、翌

年度繰越額、歳入差引額とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 認定第１号の一般会計でございます。 

 収入済額４２億３,３６５万３,５７５円、不納欠損額３,７００万１,７７５円、収入未

済額２億８８０万９,２６９円、支出済額４１億１,６２６万９,８５８円、翌年度繰越額

３７４万６,０００円、歳入差引額、残額でございます、１億１,７３８万３,７１７円の

黒字でございます。 

 認定第２号の国民健康保険事業特別会計でございます。 

 収入済額１２億１９８万５,９７８円、不納欠損額８,０４０万７,４０１円、収入未済

額１億８,５１５万１,９２６円、支出済額１１億４,８８８万４,３７９円、差引残額５,

３１０万１,５９９円の黒字でございます。 

 認定第３号でございます。介護保険事業特別会計でございます。 

 収入済額３億９,２０７万６,０４８円、収入未済額８６８万７,４００円、支出済額３

億７,６０４万２,８７９円、差引残額１,６０３万３,１６９円の黒字でございます。老人

保健事業特別会計につきましては、閉鎖でございます。 

 認定第４号後期高齢者医療事業特別会計でございます。 

 収入済額４,９８４万２,８０６円、不納欠損額９万３００円、収入未済額２万６００

円、支出済額４,９５８万７０６円、差引額２６万２,１００円の黒字でございます。 

 認定第５号国民健康保険診療所特別会計。 

 収入済額６億６,５３０万３,４３８円、収入未済額２７４万３,７９７円、収入済額６

億１,５１２万３,１６４円、翌年度繰越額３億６,６４４万１,０００円、差引残額５,０

１８万２７４円でございます。このうち、翌年度繰り越しすべき財源が５,０００万円含

まれてございますので、実質黒字としては１８万２７４円でございます。 

 合計。 

 収入済額６５億４,２８６万１,８４５円、不納欠損額１億１,７４９万９,４７６円、収

入未済額４億５４１万２,９９２円、支出済額６３億５９０万９８６円、翌年度繰越額３

億７,０１８万７,０００円、差引残額２億３,６９６万８５９円でございます。 

 次に、水道事業会計でございます。認定第６号でございます。 

 収益的収入及び支出。 

 決算額２億５,６５９万８,９０７円、支出決算額２億３１２万２３０円、差引過不足額

が５,３４７万８,６７７円の黒字でございます。 

 資本的収入及び支出。 
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 収入決算額６２３万７,０００円、支出決算額１億２,０４８万６,４８４円、差引過不

足額△１億１,４２４万９,４９４円、不足につきましては損益勘定留保資金で補てん済み

でございます。 

 合計。 

 収入決算額２億６,２８３万５,９０７円、支出決算額３億２,３６０万６,７１４円、差

引過不足額△６,０７７万８０７円でございます。 

 続きまして、議案の１９ページをお願いいたします。 

 報告第１０号平成２３年度決算に基づく健全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、次のとおり報告

する。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 平成２３年度決算に基づく健全化判断比率でございます。 

 このたび、監査委員の審査を経て２３年度決算に基づく比率が確定をいたしたところで

ございます。いずれの比率も早期健全化規準を大きく下回っております。今後とも行財政

改革の取り組みを進めながら、持続可能な行財政基盤の確立に進めてまいります。 

 ２１ページ、報告第１１号をお願いいたします。 

 平成２３年度決算に基づく資金不足比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、次のとおり報

告する。 

 ２２ページでございます。 

 平成２３年度決算に基づく資金不足比率でございます。 

 このたび、監査委員の審査を経て、２３年度の決算に基づく比率が確定をいたしたとこ

ろでございます。水道事業会計において資金不足はありませんでした。今後とも経営健全

化に努めてまいります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりました。 

 日程第２８ 報告第１０号平成２３年度決算に基づく健全化判断比率の報告、日程第２

９ 報告第１１号平成２３年度決算に基づく資金不足比率の報告については受理いたしま

した。 

 お諮りします。 

 各会計の歳入歳出決算については、各常任委員会より２名、計４名で構成する羅臼町各

会計決算特別委員会を設置し、この特別会計に付託して審査することにしたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件につきましては、４名の委員で構成する羅臼町各会計決算特別委員会
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を設置し、この特別委員に付託して審査することに決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました羅臼町各会計決算特別委員会の委員の選任については、各常任

委員会より２名を選出していただき、議長において指名したいと思います。御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 各常任委員会で委員の選任をお願いします。 

 総務民生常任委員会は正副議長室、経済文教常任委員会は第１委員会室でお願いしま

す。 

 決算特別委員選出のため、暫時休憩します。 

午後 ３時５０分 休憩 

────────────── 

午後 ３時５４分 再開 

○議長（村山修一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま、休憩中に決算特別委員が選出されましたので、事務局長より報告させます。 

○事務局長（寺澤哲也君） それでは、決算特別委員を御報告申し上げます。 

 総務民生常任委員会から坂本志郎議員、田中良議員、経済文教常任委員会から湊屋稔議

員、髙島讓二議員。 

 以上でございます。 

○議長（村山修一君） ただいま、事務局長より報告のとおり指名したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しましたとおり、羅臼町各会計決算特別委員会の委員に選任

することに決定しました。 

 次に、委員会条例第７条第２項の規定により、委員会において正副委員長の互選をお願

いします。 

 正副議長室でお願いします。 

 正副委員長互選のため、暫時休憩します。 

午後 ３時５５分 休憩 

────────────── 

午後 ４時００分 再開 

○議長（村山修一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 諸般の報告をします。 

 休憩中に委員会において、委員長並びに副委員長の互選が行われ、その結果が議長の手
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元に参りました。羅臼町各会計決算特別委員会委員長に髙島讓二君、副委員長に田中良

君。 

 以上のとおり、互選された旨、報告がありました。 

 ただいま、委員長より閉会中の継続審査の議決の申し出がありましたので、これを許し

ます。 

 委員長、髙島讓二君。 

○特別委員会委員長（髙島讓二君） ただいま、本特別委員会に付託されました認定第１

号から認定第６号の平成２３年度目梨郡羅臼町各会計歳入歳出決算認定は、会期が本日１

日なので、閉会中の継続審議の議決をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（村山修一君） お諮りします。 

 ただいま、羅臼町各会計決算特別委員会委員長から、閉会中の継続審査の申し出があり

ました。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第２２ 認定第１号平成２３年度目梨郡羅臼町一般会計歳入歳出決算

認定から、日程第２７ 認定第６号平成２３年度目梨郡羅臼町水道事業会計歳入歳出決算

認定についての６件を、羅臼町各会計決算特別委員会に付託し、閉会中の継続審査とする

ことに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３０ 発議第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第３０ 発議第４号地方財政の充実・強化を求める意見書を

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 小野哲也君。 

○４番（小野哲也君） 発議第４号地方財政の充実・強化を求める意見書。 

 上記の議案を会議規則第１３条の規定により、別紙のとおり提出する。 

 平成２４年９月１３日提出。 

 羅臼町議会議長、村山修一殿。 

 提出者、羅臼町議会議員、小野哲也。 

 賛成者、羅臼町議会議員、髙島讓二、同、髙村和史、同、鹿又政義、同、佐藤晶。 

 地方財政の充実・強化を求める意見書。 

 急速な高齢社会が到来し、国の一般歳出を占める社会保障の割合は５割を超え、社会保

障の機能強化と持続可能性の確保が一層重要となっている。社会保障においては、子育

て、医療、介護など、多くのサービスを提供する地方自治体の役割が高まっており、安心
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できる社会保障制度を確立するためにも、安心した財源の確保が重要である。また、全国

の経済状況は依然として停滞しており、地域の雇用確保、社会保障の充実など、地域の

セーフティーネットとして地方自治体が果たす役割はますます重要となっている。 

 特に、地方経済と雇用対策の活性化が求められる中で、防災、減災対策の強化、介護、

福祉施設の充実、農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつ

け、これらの政策分野の充実・強化が求められている。 

 ２０１２年度政府予算では、地方交付税については総額１７.５兆円の確保がなされて

いるが、２０１３年度予算においては、２０１２年度を上回る規模の地方財政計画、地方

交付税が必要である。よって、国においては、２０１３年度の地方財政予算全体の安定化

に向けて、次の事項について強く要望する。 

 記。 

 １、被災自治体に対する復興費については、国の責任において確保し、自治体の財政が

悪化しないよう各種施策を十分に講ずるとともに、復旧・復興に要する地方負担分は通常

の予算とは別に計上すること。また、防災、減災対策の強化を図るために必要な公共事業

を増額し、地方への財政措置を拡充すること。 

 ２、医療・介護、子育て支援分野の人材確保など、尐子高齢化に対応した一般行政経費

の充実、農林水産業の再興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に反映させ、２

０１３年度地方財政計画を策定するとともに地方交付税額を拡充すること。 

 ３、地方財政の充実・強化を図るため、地方交付税の総額確保と小規模自治体に配慮し

た再分配機能の強化、国税５税の法定率の引き上げ、社会保障分野の単位費用の改善、国

の直轄事業負担金の見直しなど抜本的な対策を進めること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

 平成２４年９月１３日。 

 北海道羅臼町議会議長、村山修一。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりました。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで、質疑を終わります。 

 これから、発議第４号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 発議第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第３０ 発議第４号地方財政の充実・強化を求める意見書は、原案の

とおり可決されました。 

 本意見書は、本議会において関係機関に送付することに決定しました。 
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──────────────────────────────────── 

◎日程第３１ 発議第５号 義務教育の機会均等の確保と教育予算の確保 

・拡充を求める意見書 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第３１ 発議第５号義務教育の機会均等の確保と教育予算の

確保・拡充を求める意見書を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 髙島讓二君。 

○３番（髙島讓二君） 発議第５号義務教育の機会均等の確保と教育予算の確保・拡充を

求める意見書。 

 上記の議案を、会議規則第１３条の規定により別紙のとおり提出する。 

 平成２４年９月１３日提出。 

 羅臼町議会議長、村山修一殿。 

 提出者、羅臼町議会議員、髙島讓二。 

 賛成者、羅臼町議会議員、髙村和史、同、小野哲也、同、鹿又政義、同、佐藤晶。 

 義務教育の機会均等の確保と教育予算の確保・拡充を求める意見書。 

 義務教育の機会均等・水準確保及び無償制度は、全国のどの地域においても、すべての

国民に対して義務教育を保障するための、憲法の要請に基づく国の重要な責務である。こ

のため、義務教育費国庫負担制度の堅持は、すべての子供たちに対して無償で一定水準の

教育機会を保障し、未来を担う人材育成という社会の基盤づくりに必要不可欠なものであ

る。 

 しかしながら、義務教育費国庫負担法の改正により、平成１８年度より義務教育費の国

庫負担率が２分の１から３分の１に引き下げられたことにより、地方交付税等への地方の

依存度が高まる中、地方教育財政の圧迫が懸念される状況にある。とりわけ、広大な地域

に小規模校が点在し、離島など多くの僻地を有するなど、本道の教育水準の低下をもたら

しかねない状況にある。 

 また、低所得者層の増大を要因とする準要保護などの就学援助受給家庭の増加も見ら

れ、就学援助制度や奨学金制度の充実、さらに学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ご

す学習・生活の場であるとともに、災害時には地域住民の緊急避難場所として極めて重要

な役割を果たすもので、校舎等の耐震化なども喫緊の課題となっている。 

 よって、国においては、公教育に地域間格差を生ずることのないよう、義務教育費国庫

負担制度、教科書の無償給与の堅持並びに学校施設費、就学援助費及び教材費等の充実な

ど、地方交付税等を含む義務教育予算の確保・拡充を強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

 平成２４年９月１３日。 

 北海道羅臼町議会議長、村山修一。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりました。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、発議第５号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 発議第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第３１ 発議第５号義務教育の機会均等の確保と教育予算の確保・拡

充を求める意見書は、原案のとおり可決されました。 

 本意見書は、本議会において関係機関に送付することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３２ 発議第６号 コケイン症候群を国の特定疾患治療研究事業 

対象疾患と小児慢性特定疾患に指定（難病指 

定）を求める意見書 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第３２ 発議第６号コケイン症候群を国の特定疾患治療研究

事業対象疾患と小児慢性特定疾患に指定（難病指定）を求める意見書を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 坂本志郎君。 

○６番（坂本志郎君） 発議第６号コケイン症候群を国の特定疾患治療研究事業対象疾患

と小児慢性特定疾患に指定（難病指定）を求める意見書。 

 上記の議案を、会議規則第１３条の規定により、別紙のとおり提出する。 

 平成２４年９月１３日提出。 

 羅臼町議会議長、村山修一殿。 

 提出者、羅臼町議会議員、坂本志郎。 

 賛成者、羅臼町議会議員、田中良、同、佐藤晶、同、小野哲也。 

 コケイン症候群を国の特定疾患治療研究事業対象疾患と小児慢性特定疾患に指定（難病

指定）を求める意見書。 

 コケイン症候群は、ＤＮＡの修復にかかわる遺伝子の異常により発症する１００万人に

１人とも言われる極めてまれな難病です。この病気は早老病の一つで、幼いころから知

的・身体的にも大きな障害を抱え、成長に伴って視力・聴力が弱まり、臓器の疾患が見ら

れるようになり、子供の多くは早くして亡くなる例の多い難病です。 

 しかしながら、これまでの研究により、その原因は常染色体务性遺伝によるものとおよ

そ判明していますが、詳しいメカニズムなどはわからず、根本的な治療法はいまだ確立し
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ておりません。今でこそ、その診断はかなり早くできるようになりましたが、国内におい

ても極めて症例が尐なく、北海道内でも３名、うち２名が中標津町在中であります。 

 コケイン症候群は患者数が極めて尐なく、原因が不明、治療法が確立されておらず、長

期の療養が必要という難病指定要件は満たしていますが、現在のところ難病に指定されて

おりません。患者の病状は、この間にも進行し、内疾患の病状の悪化、それ以外にも視

力・聴力・歩行・知力が徐々に失われ、入院・手術を繰り返し、子供にとって大きな負荷

と、家族にとっても苦悩と困難、過大な経済的負担ははかり知れないものがあります。 

 よって、国においては、コケイン症候群を１日も早く難病指定することにより、早期か

つ継続的な原因の研究や治療法の研究・確立を図るとともに、患者が安心て治療を受けら

れるよう支援を行うよう強く要望いたします。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

 平成２４年９月１３日。 

 北海道羅臼町議会議長、村山修一。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりました。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、発議第６号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 発議第６号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第３２ 発議第６号コケイン症候群を国の特定疾患治療研究事業対象

疾患と小児慢性特定疾患に指定（難病指定）を求める意見書は、原案のとおり可決されま

した。 

 本意見書は、本議会において関係機関に送付することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３３ 発議第７号 ロシア首相「北方領土訪問」への抗議と日本 

政府の強力な外交交渉を求める決議 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第３３ 発議第７号ロシア首相「北方領土訪問」への抗議と

日本政府の強力な外交交渉を求める決議を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 坂本志郎君。 

○６番（坂本志郎君） 発議第７号ロシア首相「北方領土訪問」への抗議と日本政府の強

力な外交交渉を求める決議。 

 上記の議案を、会議規則第１３条の規定により別紙のとおり提出する。 
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 平成２４年９月１３日提出。 

 羅臼町議会議長、村山修一殿。 

 提出者、羅臼町議会議員、坂本志郎。 

 賛成者、羅臼町議会議員、田中良、同、佐藤晶、同、小野哲也。 

 ロシア首相「北方領土訪問」への抗議と日本政府の強力な外交交渉を求める決議。 

 ７月３日のロシア・メドべージェフ首相の北方領土国後島再訪問については、国際法と

国際的道理を踏みにじる重大な暴挙であり、羅臼町民を代表する羅臼町議会としては、到

底許すことのできない行動として厳しく抗議するものである。 

 北方領土問題は、１９５６年の日ソ共同宣言によって日ソ両国の国交回復がなされ、１

９９１年４月、ソ連の元首が初めて日本を訪問し、その共同声明において北方領土問題を

解決し、平和条約が締結されることを、両国のそれぞれの文書によって確認されていると

ころである。 

 ソ連政府からロシア政府に引き継がれた以降も、１９９３年の東京宣言、１９９７年ク

ラスノヤルスク合意、２００３年の日露行動計画、さらに本年６月には野田首相とプーチ

ン大統領との日露首脳会談において、領土問題解決に向けて交渉を再活性化することで合

意されるなど、北方領土問題はまさに日露両国の戦後の重要な政治課題として、双方が誠

意をもって交渉を継続していくことは確認されており、今後、ロシア政府首脳が北方領土

を訪問することのないよう強く求める。 

 戦後６７年が経過し、かつて北方領土に居住していた元島民も平均年齢が７８歳と高齢

化し、北方領土の早期返還を一日千秋の思いで待ち続けており、日本政府においては的確

な情報収集とその対応を強く求めるとともに、領土交渉が停滞することのないよう、北方

領土問題の早期解決に向け、積極的かつ強力な外交交渉に取り組むことを求めるものであ

る。 

 以上を決議する。 

 平成２４年９月１３日。 

 北海道羅臼町議会議長、村山修一。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりました。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、発議第７号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 発議第７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第３３ 発議第７号ロシア首相「北方領土訪問」への抗議と日本政府

の強力な外交交渉を求める決議は、原案のとおり可決されました。 
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 本決議は、本議会において関係機関に送付することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３４ 各委員会閉会中の所管事務調査の件 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第３４ 各委員会閉会中の所管事務調査の件を議題としま

す。 

 お諮りします。 

 各委員長から、委員会においての調査について、会議規則第７１条の規定によりお手元

に配付のとおり、閉会中の所管事務調査の通知が議長に提出されておりますので、承認し

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長から提出された閉会中の所管事務調査の件は、承認することに決

定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） これで、本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成２４年第３回羅臼町議会定例会を閉会します。 

 長時間にわたりまして、ありがとうございました。 

午後 ４時２０分 閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

    議  長 

 

 

    議  員 

 

 

    議  員 

 

 


